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発行テキスト・図書類の一覧

高圧ガス保安法規集（第21次改訂版）（KHK） 令和4年12月5日発行 4,920円

高圧ガス保安法令Ｑ＆Ａ集（第1集）（平成17年）　＊品切中 高圧ガス保安法令のＱ＆Ａ54題を収録した第1集 810円

高圧ガス保安法令Ｑ＆Ａ集（第2集）（平成18年） 高圧ガス保安法令のＱ＆Ａ57題を収録した第2集 1,120円

高圧ガス保安法令Ｑ＆Ａ集（第3集）（平成19年） 高圧ガス保安法令のＱ＆Ａ55題を収録した第3集 1,120円

高圧ガス保安法令Ｑ＆Ａ集（第4集）（平成24年） 高圧ガス保安法令のＱ＆Ａ53題を収録した第4集 1,320円

地震時における高圧ガス設備緊急処置作業基準集（平成16年） 旧神奈川県基準を改訂し、自主基準化したもの 2,030円

ＣＥマニュアル別冊（第三次改訂版）令和2年3月 ＣＥマニュアルの別冊として、付図・付表、規程・
基準類の事例、申請・届出の記載例を添付したもの 3,300円

ＣＥマニュアル（第四次改訂版）令和4年3月 ＣＥの設置、運転、安全に係る総合マニュアル（改訂） 2,750円

冷凍関係手続きマニュアル （第一種製造者用）（2019年5月改訂（第6版）） 第一種製造者用の申請手続きと運転管理に係るマ
ニュアル 3,560円

新刊　冷凍関係手続きマニュアル（第二種製造者用） （2022年9月改訂（第7版）） 第二種製造者用の申請手続きと運転管理に係るマ
ニュアル 3,190円

冷凍保安テキスト（平成18年） 冷凍機の安全管理について原理から安全まで現場で
必要な知識を盛り込み解説 3,560円

液化石油ガス製造施設定期自主検査基準の作成手引き（平成18年）
事業者が定期自主検査として液化石油ガス製造施設
の維持・管理状況を確認する際の支援ツールとして
作成したもの

1,520円

第二種貯蔵所及び特定高圧ガス消費関係手続きマニュアル
（令和元年11月20日初版）

第二種貯蔵所及び特定高圧ガス消費事業所に関する
県と3政令指定都市への手続きマニュアルです 1,500円

高圧ガス充てん容器の固定方法ガイドライン（平成18年） 地震時に容器を転倒させない固定方法の要件、各種
固定法の特徴、注意点を解説したもの 500円

特殊材料ガス消費施設の自主点検・検査ガイドライン（平成20年） 特殊材料ガス消費施設の自主点検・検査に係る考え
方、実例をわかり易くまとめたもの 1,220円

特殊材料ガスQ&A集（第1集）平成28年7月 特殊材料ガスに関する高圧ガス保安法の許可申請・
届出等に関する37項目のQ&Aをまとめています。 1,320円

特殊材料ガス等取扱指針 改訂版（平成24年） 特殊材料ガスを安全に取り扱うための指針 2,540円

アセチレン消費基準（平成15年改訂） 高圧ガス消費基準からアセチレン消費基準を抜き出
し改訂したもの 1,220円

イラストで学ぶ高圧ガス保安法入門（2017年改訂版新版改訂版②第1刷）（KHK） 高圧ガス保安法をイラスト入りでやさしく解説 3,450円

イラストで学ぶプラントの安全「ヒヤリハット体験事例集・一般高圧ガス編」
（平成10年）

一般高圧ガス事業所でのヒヤリハット114事例を収
録。高圧ガス取扱者必読の書 2,610円

イラストで学ぶプラントの安全「ヒヤリハット体験事例123」ハンドブック
（平成22年改訂）

コンビナート地区事業所でのヒヤリハット123事例
をイラスト入りで収録 2,750円

イラストで学ぶ高圧ガス・危険物の安全取扱いマニュアル（平成6年重版） 可燃性高圧ガス、危険物の安全な取り扱いについて
イラストによりやさしく解説 2,540円

イラストで学ぶ冷凍空調入門（平成29年改訂3版）（KHK） 冷凍の原理から法令まで冷凍の概要が十分理解でき
るように書かれている。 2,610円

安全はいつも危険と二人連れ
-危険を考える 連想･飛躍･脱線-（平成16年）

職場の安全ミーティングに、安全教育に、ちょっと
したスピーチに、安全アラカルトレシピ満載の書（浅
見芳男著）

910円

危ないは大丈夫､ 大丈夫は危ない
-現場を考える-（平成19年）

職場での安全講話や安全ミーティングに活用でき
る、またどこから読んでも安全力が身に付くテーマ
が115題（浅見芳男著）。「安全はいつも危険と二人
連れ」の続編

1,220円

地震時における液化石油ガス製造設備緊急処置作業基準集（平成16年7月）
液化石油ガス製造設備（ベーパライザーを保有する
消費工場）について、地震時に必要な緊急処置作業
事項を具体的に整理したもの

2,030円

水素消費基準（参考資料）3冊セット解説（平成12年10月） 水素を消費する際の保安確保に必要な事項を整理し
たもの 1,010円

高圧ガス要覧（平成16年1月）
高圧ガスの製造、販売、運搬、貯蔵、消費などの取
扱い作業に従事する者を対象に、それらのガスの性
質や安全な取扱い方等をまとめたもの

3,560円

高圧ガス保安法概要（第一種･第二種･第三種冷凍機械編） 令和3年12月20日第2次改訂版 710円

高圧ガス保安法概要（甲種･乙種･丙種化学編） 令和4年12月14日第3次改訂版 970円

（価格：消費税込み）
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2022年度事業の総まとめ
2022年度は、新型コロナ感染症の感染防止対策に留意しつつ、
対策の緩和傾向も考慮しながら、計画どおり事業を進めること
ができました。

2022年度は、神奈川県から「2022年度高圧

ガス施設等保安推進事業」に係る委託事業とし

て、石油コンビナート事業所実態調査業務「コ

ンビナート事業所の外面腐食対策に関する実

態調査」の1件を受託しました。

神奈川県内のコンビナート事業所は、設置後

40年を超えた施設が多く、設備の老朽化が進

んでいます。特に保温材・保冷材で被覆された

高圧ガス配管は、雨水などの浸入により腐食が

進行した場合でも、容易に外面を確認できない

ことから、近年の高圧ガス事故及び石油コン

ビナート等災害防止法（以下「石災法」という。）

の特定事業所で発生した異常現象（石災法第23

条）の主要な要因となっています。

今後さらに設備の老朽化が進むことで、外面

腐食による事故発生のリスクが高まるため、当

協会では、県内のコンビナート事業所における

外面腐食対策及び外面腐食の検査手法につい

て調査し、水平展開可能なものについて関係事

業所に事例の周知及び普及を図ることにより、

外面腐食が原因となる高圧ガス事故の未然防

止を図っていきたいと考えました。

そこで、本年度は、関係事業所の協力を得て

以下の項目についてアンケート調査を実施し、

配管外面腐食に関する有用な対策や先進的な

検査手法等について情報を取りまとめ、それら

の課題を整理することとしました。

（１）外面腐食対策の調査
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2022年度事業の総まとめ
2022年度は、新型コロナ感染症の感染防止対策に留意しつつ、
対策の緩和傾向も考慮しながら、計画どおり事業を進めること
ができました。

（２）外面腐食検査手法の調査

当協会では、平成16（2004）年度、平成17

（2005）年度に、県からの委託により、高圧ガ

ス配管外面腐食検査指針策定のための調査研

究を行いましたが、それから20年近く経過し

ています。そこで、今後は、今回の調査結果を

もとに、当時得られた知見の再評価を行ってい

く予定です。

各種法定資格検定講習会、各種法定義務講習

会については、令和4年度から全面的に「オン

ライン講習会」に移行されました。そこで、当

協会では、高圧ガス保安協会（KHK）と協議の

上、オンライン講習を受講する環境が整ってい

ない受講者に対し受講場所を提供する「映像・

集合型講習会」を開催しました。

また、冷凍設備やCE（コールド・エバポレー

ター）などに関する検査・指導及び神奈川県指

定輸入検査機関事業を適正に実施しました。

一方、「神奈川県工業保安強調月間」および

「高圧ガス保安活動促進週間」においては、参加

人数を大幅に制限した形で開催された、第50

回神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練（10

月19日：みなとみらい耐震バース（横浜市））、

第17回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会（10

月25日：神奈川県民ホール小ホール）に参加し

ました。

特殊高圧ガス分科会では、前年度に引き続

き、「高圧ガス保安法令Q&A集」の全面改訂の検

討を行いました。コロナ禍のため感染防止策を

とり、WEB会議併用で県、三政令指定都市（横

浜市、川崎市、相模原市）の消防局の担当者に

も毎月ご参加いただき、第4集までの改訂の検

討を終了しました。今後、全面改訂版を発行す

る予定です。

さらに、県、三政令指定都市の消防局の協賛

により、「自主保安事業所交流会」を神奈川県民

ホール小ホールにおいて、2月3日に開催しま

した。

その他に、圧縮空気、冷凍部会をはじめとす

る各種技術保安講習会、セミナー等の開催な

ど、会員事業所の自主保安活動を支援する取組

も、感染防止対策を徹底し、計画どおり実施し

ました。

以下に、2022年度事業の概要を報告します。

 （詳細については、第52回定時社員総会

議案書をご覧ください。）
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Ⅰ．委託・委嘱・
　　指定機関事業

1　神奈川県委託事業

「2022年度高圧ガス施設等保安推進事業」の一
環として、本年度は次の1件の事業を受託して実
施した。

（１）事業名
2022年度石油コンビナート事業所実態調査業務
－コンビナート事業所の外面腐食対策に関する

実態調査－

（２）受託事業内容
保温材等で被覆された高圧ガス配管は、雨水浸

透等による外面腐食が進行していても確認が容易
でないことから、近年の高圧ガス事故及び石災法
の異常現象の主な発生原因となっている。今後の
設備老朽化により事故発生リスクが高まることが
予想されるため、県内のコンビ則適用事業所にお
ける配管の外面腐食の実態及びその対策、外面腐
食の検査手法について調査し、それらの中から有
益な情報について関係事業所に事例の周知・普及
を図るとともに、各事業所で感じている問題点・
課題について取りまとめを行った。

（３）事業実施期間
2022年7月22日～2023年2月28日

（４）検討体制
本事業に関する検討は、2022年度のコンビナー

ト部会を調査検討委員会として実施した。

委員長：中津井 宏 
（旭化成（株）製造統括本部 

川崎製造所 環境安全部長）
なお、委員会の構成委員等は以下のとおりで

ある。

氏　　名 所 属 事 業 所

委 員 長 中津井　宏 旭化成（株）製造統括本部川崎製造所
環境安全部長

副委員長 村岡　健次 （株）日本触媒　川崎製造所
環境安全部長

委　　員 後藤　浩文 （株）ENEOS NUC　川崎工業所
環境安全グループ 担当マネージャー

委　　員 橘　 香樹 JFEスチール（株）東日本製鉄所
環境・防災部　副部長

委　　員 松根　繁樹 ENEOS（株）根岸製油所
環境安全グループマネージャー

委　　員 藤田　昌司 ENEOS（株）川崎製油所
環境安全1グループマネージャー

委　　員 福本　康史郎 （株）レゾナック 基礎化学品事業部川崎事業所
環境安全部プロセス安全管理担当課長

委　　員 伊藤　修 日本ゼオン（株）川崎工場
環境安全課　防災担当

委　　員 八田　拓士 日本ポリエチレン（株）川崎工場
環境安全グループマネージャー

委　　員 松浦　智之 東亜石油（株）京浜製油所
環境安全部長

委　　員 伊藤　善浩 日本ブチル（株）本社・川崎工場
環境安全部長

事 務 局 加藤　洋 （一社）神奈川県高圧ガス保安協会

事 務 局 楢原　聖 （一社）神奈川県高圧ガス保安協会

（５）活動状況（調査検討委員会の開催実績）

開催年月日 会議内容

第1回
2022年8月16日（火）

（１）受託事業内容の仕様書確認及び事業実
施計画討議

（２）今後の検討スケジュール

第2回
9月26日（月）

（１）調査項目の検討確認
（２）今後の検討スケジュール

第3回
12月20日（火）

（１）調査結果の確認
（２）今後の検討スケジュール

第4回
2023年2月27日（月）（１）報告書の最終確認

事  業事  業
報  告報  告
事  業
報  告
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（６）アンケート調査の実施
県内高圧ガス関係事業所における高圧ガス配管

の外面腐食の発生状況及び配管外面腐食検査の実
施状況、外面腐食対策を把握することを目的に、
コンビ則適用の高圧ガス事業所53事業所に対し、
アンケート調査票を送付した（回答43事業所、回
収率81.1％）。
（７）アンケート調査の結果
①配管外面腐食に関する認識
●過去も含め「問題ある」約40％
●外面腐食が問題となる時期は、設備設置
10年経過以降（12.5％）、20年経過以降
（21.9％）、30年経過以降（59.4％）

②材質別の問題の有無
●炭素鋼使用の場合、66.7％が外面腐食で
問題があり、外面割れについてはほぼ問題
なし。

●ステンレス鋼使用の場合、外面腐食に関し
てはほぼ問題ないが、外面割れについては
15.6％が問題視。

③外面腐食に対する問題意識
●「保安上の問題」と「操業上の問題」と捉えて
いる事業所が合わせて80％以上を占めて
いた。

●一方、配管外面腐食を対象とした大規模な
検査を実施した事業所は、39.5％にとど
まった。

④設備の外面腐食管理の体制
●社内で実施する事業所がほとんど（91.1％）
で、「保全部門」と「運転部門」を合わせると
86.1％。

●外面腐食防止基準類の整備状況は、何らか
の形で「基準あり」が60.5％で、「検討中」も
含めた「基準なし」が39.5％

●「基準なし」の理由としては、「外面腐食防止
の必要性なし」や「検査結果に応じて対応」

⑤配管の検査データの活用状況
●「次回点検箇所選定」「補修方法」「検査に関
する基準の見直し」への活用があげられ、
合わせて60％で活用されている。

⑥配管の検査手法

●「外観目視」「肉厚測定」「非破壊検査」に関し
て、「頻度」「点検方法（対象部位）」「保温（冷）
材の前処理」について調査を行ったところ、
「頻度」については、いずれの検査手法でも
材質に関係なく、5年未満の定期で実施す
る事業所が約60％前後を占めた。

⑦「点検方法（対象部位）」
●外観目視検査については炭素鋼・ステンレ
ス鋼ともに「全線」が多かった。
●肉厚測定については、「その他（既知の腐食
部、腐食懸念箇所等）」が多かった。
●非破壊検査については、「その他（既知の腐
食部、腐食懸念箇所、溶接線指定箇所等）」
が多かった。

⑧保温（冷）等配管被覆材による外面腐食等への
影響
●ケイ酸カルシウム、パーライト、ロックウー
ル、グラスウール、フォームグラス、合成
樹脂について調査した結果、外面腐食につ
いては、被覆材料による顕著な傾向は見ら
れなかった。
●しかし、どの被覆材料についても、約半数
の事業所で「影響がある」と回答。

⑨配管外面腐食と内部流体の関係
●内部流体が液化ガス等で、低温の流体で
あった場合に、特に結露に結びつきやすい。

⑩実際の外面腐食対策
●「塗装・被覆」「保温（冷）板金」が同数で一番
多かった。
●次いで「サポート・シュー構造による対策」、
「取替え（材質変更）」、「取替え（更新）」、「屋
根等の雨水よけ」、「配管構造」の順。

⑪ドローン等の先進技術の配管外面腐食検査方
法への活用状況
●ドローンによる高所外面腐食点検5件
（11.6％）、その他5件（11.6％）と先進技術
を活用している事業所は少なかった。
●一方、コスト削減や作業の簡便化を目的に、
先端技術を活用したいという潜在的ニーズ
は多かった。
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（８）外面腐食対策及び同検査手法に関する問題点
及び課題

①外面腐食防止の基準類の作成について
多くの事業所において基準が作成されてい

るが「設計」「施工」の項目を対象とした事業所
は少なく、これらを含めた標準的な管理モデ
ル（指針）の作成及び活用が期待される。

②外面腐食検査実施上の問題点
外面腐食検査を実施する上で「検査コスト」

「保温（冷）付き配管検査」「架台接触部等の検
査しにくい部分の検査」「判断基準（人による
ばらつき）」といった問題が上げられており、
「コスト削減」「検査技術」「作業の簡便化」「期
間短縮」「判断基準の定量化」などの事例の紹
介が求められている。

③先進技術の活用について
先進技術に対する期待はあるが、活用が進

んでいない。活用事例の共有化を進めること
が大切であるが、その際には「コスト」「技術
内容」「作業の簡便化」「期間短縮」「応用性」と
言った内容を盛り込み、実際に活用している
事業所の感想などを取り入れることが必要。

（９）報告書提出日
本事業の報告書は、2023年2月28日に依頼元

の県に提出し受領された。

Ⅱ．高圧ガス保安協会
　　委託・委嘱事業

（１）法定資格講習・法定義務講習
ア　法定資格講習（乙種化学・乙種機械・丙種化
学（特別）・第二種冷凍機械・第三種冷凍機械）
令和4年度より、法定資格講習会は、冷凍

も含め全て「オンライン形式」に移行された
が、当協会では、高圧ガス保安協会（KHK）と
協議の上、オンライン講習を受講する環境が
整っていない受講者については、別途、「映像・
集合型講習会」（映像（pptスライドショー）と
音声のみの会場型講習会）を開催することで
対応している。ただし、この1年の間で神奈
川県での映像・集合型講習会への受講申し込
みの実績がなかった科目については、KHKへ
のエントリーを見送ることとした。その結果、
乙種機械、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械
の3種類についてのみ実施した。

種類 乙種化学（年2回） 乙種機械（年2回）

開 催 時 期 上　期 下　期（令和5年） 上　期 下　期（令和5年）

ネット受付 2022年2月28日～3月20日 2022年11月14日～12月4日 2022年2月28日～3月20日 2022年11月14日～12月4日

講習の方法 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型

講習日及び
講 習 会 場

5月9日
～5月30日

当協会は
KHKに対し

エントリーせず
1月12日

～2月2日
当協会は

KHKに対し
エントリーせず

5月9日
～5月30日

5月17日
～19日

シルクセンター
1月12日

～2月2日
1月16日

～18日
協会会議室

講 習 内 容 法令・保安管理技術・学識の3科目

検定試験日 2022年6月12日 2023年2月19日 2022年6月12日 2023年2月19日

検 定 会 場 KHK検定会場（東京） KHK検定会場（東京）

検 定 科 目 保安管理技術・学識の2科目

※映像集合型参加者数　・上期　16名（海上自衛隊）・下期　1名（一般）
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種類 丙種化学特別（年2回）

開 催 時 期 上　期 下　期（令和5年）

ネット受付 2022年4月6日～4月26日 2022年11月14日～12月4日

講習の方法 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型

講習日及び
講 習 会 場

5月25日～
6月15日

当協会はKHKに対し
エントリーせず

1月19日～
2月9日

当協会はKHKに対し
エントリーせず

講 習 内 容 法令・保安管理技術・学識の3科目

検定試験日 2022年7月3日 2023年2月26日

検 定 会 場 KHK検定会場（東京） KHK検定会場（東京）

検 定 科 目 保安管理技術・学識の2科目

種類 第二種冷凍機械 第三種冷凍機械（年2回）

開 催 時 期 上　期 下　期（令和5年） 上　期 下　期（令和5年）

ネット受付 2022年4月11日～4月26日 2022年11月14日～12月4日 4月11日～4月26日 11月7日～11月28日

講習の方法 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型

講習日及び
講 習 会 場

5月27日
～6月17日

6月9日・10日・
13日

協会会議室
1月19日

～2月9日
神奈川県では

計画なし
5月27日

～6月17日
6月6日～8日

（申し込み 0名）
1月19日

～2月9日
1月25日

～27日
協会会議室

講 習 内 容 法令・保安管理技術・学識の3科目 法令・保安管理技術の2科目

検定試験日 2022年7月3日 2023年2月26日 2022年7月3日 2023年2月26日

検 定 会 場 湘南工科大学 KHK検定会場（東京） 湘南工科大学 かわさき保育会館

検 定 科 目 保安管理技術・学識の2科目 保安管理技術の1科目

申 込 者 数 67名 97名 69名

受 講 者 数 61名 92名 63名

受 検 者 数 57名 85名 59名

合 格 者 数 20名 48名 33名

合　格　率 35.1%（38.8%） 56.5%（50.8%） 55.9%（57.4%）

合格率の（　）内は全国平均
※映像・集合型参加者数　（第二種冷凍機械）・上期　2名(一般)　・下期　0名　　　（第三種冷凍機械）・上期　0名　・下期　1名（一般）
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（２）検査及び指導
ア　冷凍施設保安検査等

年間計画に沿って着実に実施した。下記の
表には当協会が自主事業として実施している
分（第一種事業所定期自主検査、第二種事業
所施設検査・その他事業所点検指導）を併記
した。

種別 検　査　区　分 予定件数 実績件数

第一種
保安検査 法　定 44 45

定期検査 自　主 94

289

87

265第二種 施設検査 179 164

その他 点検指導 16 14

合　　　計 333 310

イ　CE施設保安検査等
年間計画に沿って着実に実施した。なお、

下記の表には当協会で実施している自主事業
分（第二種事業所の検査）も併記した。

種別 検　査　区　分 予定件数 実績件数

第一種
保安検査 法　定 35

35
　34

34
保安点検

自　主
0 ※ 0

第二種 保安点検 1 1

合　　　計 36 35

※保安点検は事業所からの申し入れに基づいて実施するもので、保安
検査と同様の内容です。協会会員の第二種事業所は、保安点検を無
料で実施しておりますので、ご依頼ください。

ウ　冷凍空調施設工事事業所認定に係る業務
（通期：6月分及び3月分）
申請受付業務（認定、更新認定（継続・拡大）、
区分変更）、認定書の交付業務

申請区分 事　　業　　所　　名 区　分 件数

S 無し 0件

A

（株）多摩技工

更新（継続）
7件

ダイト空調工業（株）

（有）中央エアコン

八巧機電設備（株）

（株）朝日工業社　横浜支店

太洋テクニカ（株）　湘南支店

（株）BABA設備　本社 更新（拡大）

B

保栄工業（株）

更新（継続） 5件

（有）うるし原冷熱

（株）東海設備工業

（株）ホンマ電機

和光空調（株）

C 無し 0件

※S＝アンモニア　A＝冷凍能力3トン以上全て　B＝3～20トン
C＝パッケージユニット

その他、廃業等により2事業所から認定返納届
の申請があった。

エ　冷凍機器溶接士資格認定に係る業務
資格認定更新　1件
（株）平原工業　従業員1名

イ　法定義務講習
KHKでは、昨年度下期から高圧ガス製造保安責任者試験等の検定講習同様、法定義務講習も全て「オ

ンライン講習」の形態に移行した。オンライン講習を受講する環境が整っていない受講者については、
別途、「映像・集合型講習会」（映像（pptスライドショー）と音声のみの会場型講習会）を開催することで
対応しているが、受講者が見込まれないため、今回は実施を見送ることとした。

開催時期 上　期（1回目） 下　期（2回目）

ネット受付 2022年4月11日～5月1日 2022年11月14日～12月4日

講習の方法 オンライン 映像・集合型 オンライン 映像・集合型

講習日及び
講 習 会 場 6月27日～7月19日 当協会はKHKに対し

エントリーせず 2月9日～3月2日 当協会はKHKに対し
エントリーせず
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Ⅲ．神奈川県指定輸入
　　検査機関事業

高圧ガス輸入検査機関業務を公正かつ的確に実
施した。2022年度（2022年4月1日～2023年3
月31日）の実績は以下のとおりである。（（　）内は
2021年度同期の実績。）

（１）検査実施件数
　　　1,668件（1,598件）

※3月31日締検査実施ベース

（２）手数料収入
　　　35,122千円、21,056円／件

（32,724千円、20,428円／件）

（３）輸入高圧ガスの量及び主なガス名
ガス種 総　量 主なガス名

液化ガス 20,211,234kg
（15,394,341）

FC-152a、FC-22、FC-410A、
FC-32、HFP、FC-134a、炭酸ガス、
FC-125、FC-C318、FC-448、
FC-404A､ HFO-1234yf、HFO-
1234ze、プロピレン等 

圧縮ガス 639,627m³
（523,077）

1.1-ジフルオロエチレン（VDF）、
ヘリウム、四フッ化メタン、三フッ
化窒素、亜酸化窒素、ネオン、フ
ルオロメタン、六フッ化硫黄、ク
リ プ ト ン、 混 合（Kr+Ne）､ 混 合

（Ar+Ne+Xe）､ 一酸化炭素等

合　計 2,660,750m³
（2,062,511）

対前年比　130%
※2月28日締検査実施ベース

※合計は、液化ガス10kgを1m³として、圧縮ガスと合算。

全体の輸入件数は、前年同期比70件増加して、
液化ガスの輸入数量は、131%と増加した。中国
からの輸入数量が昨年度から上乗せされ、過去最
高となった。
圧縮ガスについては、前年同期比122%と増加

している。ヘリウムガス、1,1-ジフルオロエチレ
ン（VDF）、四フッ化メタンの輸入量増加が顕著と
なり、昨年実績及び一昨年実績をも上回った。

（４）検査場所別の件数　
※2023年3月31日現在、検査実施ベース

山下埠頭 本牧埠頭 大黒埠頭 川崎 南本牧埠頭 幸浦（鳥浜） 横須賀 藤沢 総計

2022
年度

件数   8 22 522 633   0 416   1 66 1,668

％ 0.5 1.3 31.3 37.9   0 24.9 0.1 4.0   100

2021
年度

件数   6 10 506 466   0 371   4 78 1,441

％ 0.4 0.7 35.1 32.3   0 25.7 0.3 5.4   100

2020
年度

件数   2 13 577 461   0 313   4 1,370

％ 0.2   1 42.1 33.6   0 22.8 0.3   100

2019
年度

件数 11   8 678 558   0 310   4 ― 1,569

％ 0.7 0.5 43.2 35.6   0 19.8 0.3 ―   100

2018
年度

件数 12 19 730 498   0 263   6 ― 1,528

％ 0.8 1.2 47.8 32.6   0 17.2 0.4 ―   100

2017
年度

件数 16 18 639 397   1 209   5 ― 1,285

％ 1.2 1.4 49.7 30.9 0.1 16.3 0.4 ―   100
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（５）製造国別輸入数量【上位8か国】
※2023年3月31日現在、検査実施ベース（数量単位　千㎥）

中国 シンガポール 台湾 韓国 米国 インド タイ UAE その他 総計

2022
年度

数量 2,009 269 98 88 64 20 19 17 77 2,661

％ 75.52 10.10 3.67 3.30 2.40 0.76 0.70 0.65 2.90 100

2021
年度

数量 1,317 251 54 73 38 54 73 ― 66 1,878

％ 70.13 13.37 2.88 3.89 2.02 2.88 3.89 ― 3.51 100

2020
年度

数量 1.477 222 37 76 52 37 76 ― 56 1,938

％ 76.24 11.47 1.88 3.9 2.7 1.88 3.9 ― 2.89 100

2019
年度

数量 1,214 211 23 56 101 23 56 ― 69 1,706

％ 71.16 12.37 1.35 3.28 5.92 1.35 3.28 ― 2.73 100

※今年度も横浜港への炭酸ガスの輸入量の鈍化傾向がみられる。関西方面への陸揚げ傾向の影響か。オーストラリア、イスラエルからの炭酸ガスの輸
入量は減少している。UAEは、ヘリウムの輸入を増やしている。
中国は、コロナ禍もあったが、輸入量として過去最大になる。韓国はフッ素系ガス、米国は、希ガスベースの混合ガス及びヘリウムの輸入を増やし、
上位5か国は順位の入れ替わりはあるものの大勢に変化はない。

　その中で台湾が半導体材料ガスの輸入数量を伸ばしている傾向が表れ始めた。

（６）2022年度高圧ガス輸入検査業務改善に関する『情報交換会』の開催
2022年6月24日（金）波止場会館にて3年ぶりに『情報交換会』を実施した。
神奈川県くらし安全防災局消防保安課、横浜市消防局、川崎市消防局の臨席を賜り、輸入者、乙仲（輸入

代行者）、高圧ガス貯蔵所担当者等40名の方々にご出席いただいた。

1．特別講演　「横浜港の概要」（輸入検査の現場としての理解を深めるため）
横浜港の歴史・概要から現在の状況や課題などを解説

（一社）横浜港振興協会 専務理事　今村 裕一郎氏

2．高圧ガス行政からのお知らせ
川崎市消防局 予防部危険物課 消防司令補　佐藤 秀律氏

3．高圧ガス輸入実績並びに、円滑な検査に向けての事例紹介
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会　輸入検査担当

4．高圧ガス輸入検査に係る意見交換

当情報交換会は、輸入業務関係者との貴重な意見交換の場となり、出席者との活発な意見交換を実施する
ことができた。また、輸入検査における改善事例を当協会から関係者に伝えることもできた。今後も、この
ような機会を設け、輸入検査業務の改善につなげていきたい。
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Ⅳ．神奈川県事業への
　　参加、協賛

「2022年度神奈川県工業保安強調月間」（10月1
日から10月31日）を中心に、以下の行事を協賛事
業として実施した。

1　高圧ガス保安の啓発、広報

（１）神奈川県工業保安強調月間の周知
「2022年度神奈川県工業保安強調月間」（10月1
日～10月31日）の実施内容について協会ホームペー
ジ（2022.10.7）に掲載して趣旨の徹底を図った。

（２）工業保安及び冷凍保安用ポスターの作成・配
布並びに募集

①2022年度は工業保安用ポスターを570部、
冷凍保安用ポスターを400部作成した。冷凍
保安用ポスターは6月に実施した冷凍部会各
地区会総会及び第1回冷凍保安技術講習会に
て参加者へ配布した。また、工業用保安用ポ
スターは会報326号（2022.7.22）発送時に同
封して全会員527事業所へ配布した。

②2023年度用ポスターの募集案内は全会員
へFAXを行うとともに協会ホームページ

（2022.8.8）で広報（2023年1月17日締切）し
た。
工業保安用に5作品、冷凍保安用に7作品の応

募があり、企画部会で入選2作品、佳作2作品を
選考した。来年度、ポスターを作成して配布予定。

2　第50回神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練

10月19日（水）、みなとみらい 耐震バース（横
浜市）にて開催され、当協会では「高圧ガスの燃
焼特性の紹介」として、会員事業所の協力により、
以下の訓練を実施した。
①酸素の支燃性（東海産業（株）湘南ガスセンター）
②LPガス及び水素ガスの燃焼性（（株）渡商会）
③特殊高圧ガス（モノシラン）の自然発火性（大
陽日酸（株）関東支社）

3　第17回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会

県及び工業保安5団体の共催により、10月25
日（火）に神奈川県民ホール小ホールで開催され、
県知事表彰及び各工業保安団体会長表彰並びに記
念講演を行った。併せて、顕彰事業として優良冷
凍保安責任者・優良CE保安監督者の会長表彰を
行った（会報327号に掲載）。
記念講演は、神奈川県温泉地学研究所・板寺

一洋所長により「神奈川の地震災害～正しく知り、
備えよう～」のテーマで行われた（総参加者168名
（当協会参加者18名））。　

4　高圧ガス保安の推進（県・協会共催）

（１）CE取扱者保安講習会の開催
会場・場所 開催日 講　師 参加者

県央会場
厚木市文化

会館
10月13日

①行政機関からのお知らせ　 神奈川県県央地域県政総合センター 環境部環境保全課 技師　板垣 智彦氏
②CE施設に係る高圧ガス保安法について （一社）神奈川県高圧ガス保安協会 副会長　加藤 洋氏
③液化ガスの性質及びCE管理・取扱いについて （株）JFEサンソセンター京浜工場 製造課長　渡辺 良紀氏
④CE施設2021年度　保安検査結果報告 CE保安検査員　伊藤 俊弘氏

47名

横浜会場
神奈川県民

ホール
10月28日

①行政機関からのお知らせ　 神奈川県くらし安全防災局防災部 消防保安課 主査　保坂 由文氏
②CE施設に係る高圧ガス保安法について （一社）神奈川県高圧ガス保安協会 副会長　加藤 洋氏
③液化ガスの性質及びCE管理・取扱いについて 大陽日酸（株）関東支社 技術部技術一課長　桑原 一氏
④CE施設2021年度　保安検査結果報告 CE保安検査員　岩崎 尚文氏

27名

（２）特殊高圧ガス保安講習会の開催
今年度は実施しないこととした。
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Ⅴ．自　主　事　業

1　保安教育事業

（１）高圧ガス国家試験資格取得支援セミナーの実施
ア　高圧ガス国家試験受験支援セミナー（会場＝波止場会館）
直前セミナー・重点コース（法令）

コース 開催日 日数 受講者 会場 講　師

乙種化学・機械
9月14日

PM半日
7名 波止場会館

（一社）神奈川県
高圧ガス保安協会

加藤 洋氏

9月21日 1名 協会会議室

丙種化学特別 9月20日 PM半日 5名 協会会議室

二種冷凍機械 9月28日 PM半日 2名 協会会議室

三種冷凍機械
9月29日

PM半日
12名 波止場会館

10月17日 2名 協会会議室

※受講数が8名に満たない場合には、会場を波止場会館から協会会議室に変更して実施した。当日受講で
きなかった参加者には、別途日程を調整し、講習会を実施した。

イ　高圧ガス保安協会　第三種冷凍機械講習受講準備セミナー
受講希望者数が8名に満たないため中止とした。

ウ　受験準備支援セミナー（外部派遣講習会） 出張教育 
依頼元の都合により中止とした。

（２）高圧ガス保安教育支援セミナーの充実、推進（会場＝波止場会館）
ア　製造事業所初級コース（会場＝波止場会館）

開催日 第1回（7月20日） 第2回（12月2日）

受 講 者 21名（欠席：2名） 11名

講義項目
講　　師

1 高圧ガス保安法 1 高圧ガス保安法

保安教育部会員 福本 康史郎氏 保安教育部会委員 若山 裕紀氏

2 高圧ガスの危険性・有害性 2 高圧ガスの危険性・有害性

保安教育部会員 兼平 憲氏 保安教育部会委員 吉田 智徳氏

3 高圧ガス事故事例 3 高圧ガス事故事例

保安教育部会員 瀬社家 尚氏 保安教育部会委員 永井 孝佳氏

※下期の製造事業所初級コースで、受講者による職場紹介
（発表）の場を設け実施した。受講者からは、他業種の業
務が理解できたとの評価を得たことより2023年上期も継
続して行う。

4　受講者による職場紹介

保安教育部会委員
永井 孝佳氏
吉田 智徳氏
若山 裕紀氏
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イ　製造事業所中級コース（会場＝波止場会館）
開催日 第1回（7月21日） 第2回（12月8日）

受 講 者 17名 14名

講義項目
講　　師

1 保安意識の高揚・事故事例 1 保安意識の高揚・事故事例

外部講師 石井 好氏 外部講師 石井 好氏

2 高圧ガス保安法 2 高圧ガス保安法

協会副会長 加藤 洋氏 協会副会長 加藤 洋氏

3 検知警報設備の基礎知識 3 検知警報設備の基礎知識

外部講師 小山 純二氏 外部講師 小山 純二氏

4 地震と防災体制 4 地震と防災体制

外部講師 杉原 英和氏 外部講師 杉原 英和氏

ウ　製造事業所管理及び監督者コース（会場＝波止場会館）
開催日 第1回（7月22日） 第2回（12月9日）

受 講 者 10名（欠席：3名） 13名

講義項目
講　　師

1 保安意識の高揚・事故事例 1 保安意識の高揚・事故事例

外部講師 齋藤 健司氏 外部講師 齋藤 健司氏

2 工事管理 2 工事管理

外部講師 齋藤 健司氏 外部講師 齋藤 健司氏

3 設備管理 3 設備管理

外部講師 齋藤 健司氏 外部講師 齋藤 健司氏

4 地震と防災体制 4 地震と防災体制

外部講師 杉原 英和氏 外部講師 杉原 英和氏

エ　消費事業所運転員コース（会場＝協会会議室）
開催日 第1回（7月25日）

講義項目

受講者数　8名 講　師

1 高圧ガス保安法 協会 副会長 加藤 洋氏

2 保安意識の高揚・事故事例 協会 事務局長 佐藤 友章氏

3 特殊材料ガスと事故事例 相模アセチレン（株）工場長 吉田 智徳氏

（３）一般保安教育及び個別保安教育事業の実施
ア　一般保安教育講習会（高圧ガス保安法令解説講習会）

開 催 日 会場・場所 日数 受講者 講　師

10月 7日 横浜会場（波止場会館5F） PM半日 29名 加藤 洋氏

10月20日 平塚会場（平塚商工会議所） PM半日 24名 加藤 洋氏
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イ　個別保安教育講習会
（ア）コンビナート部会保安技術講習会
　2022年度委託事業報告書の完成が遅れたため、年度内開催は見送った。

（イ）CE取扱者保安講習会
（「Ⅳ 4 高圧ガス保安の推進（県・協会共催）（１）」の項を参照）

（ウ）特殊高圧ガス保安講習会
今年度は実施しないこととした。

（エ）圧縮空気保安技術講習会
開催日 会場・場所 講　師 受講者

2023年2月9日 神奈川県民ホール

①行政機関からのお知らせ
神奈川県くらし安全防災局防災部 消防保安課　保坂 由文氏

②関係法令　
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会 副会長　加藤 洋氏

③圧縮空気容器の取扱いと日常点検等
ダイビング高圧ガス安全協会 会長　宮下 高行氏

④空気圧縮機の運転管理と取扱い整備
（株）田邊空気機械製作所 東京支店　徳田 浩二氏

26名

（４）第17回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会記念講演会
（「Ⅳ.3　第17回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会」の項を参照）

（５）第二種冷媒フロン取扱技術者講習会
開 催 日 会場・場所 講　師 受講者

2023年3月1日 波止場会館 （一社）東京都冷凍空調設備協会に依頼
（アイアジャパン合同会社  三井 文彦氏） 11名

2　自主保安活動支援事業

（１）トップセミナー
開 催 日 会場・場所 講　師 受講者

10月12日 神奈川県民ホール・
6F大会議室

講演1　「神奈川県の工業保安行政の現状と今後」
　　　　講師：神奈川県くらし安全防災局 防災部 工業保安担当課長　内山 和子氏
講演2　「冷媒問題と経営者の責務」
　　　　講師：（一財）日本冷媒・環境保全機構 専務理事　作井 正人氏
　　　　　　　企画・調査部担当部長　山本 隆幸氏

49名

（２）自主保安事業所交流会
開 催 日 会場・場所 講　師 受講者

2023年2月3日 神奈川県民ホール
小ホール

①県からのお知らせ
②我が社の自主保安活動の取り組み
　1）日本ポリエチレン（株）川崎工場　八田 拓士氏
　　「我が社の自主保安活動の取り組み」
　2）高圧ガス工業（株）神奈川工場　西川 隆浩氏
　　「技術と環境の調和　無限の可能性に挑む」
③ 特別講演

高圧ガス保安協会 事故調査チーム シニアスタッフ　山田 敏弘氏

263名
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3　研修見学事業

冷凍部会各地区会による優良施設研修見学会は、新型コロナウイルス感染症第7波の影響により見学先の
選定が困難なこと、また各会員事業所において感染防止対策により出張・外出等が制限されている中で参加
者の募集も困難なことから開催を中止とした（協会主催の研修見学会は平成30年度から廃止）。
コンビナート部会による研修見学会についても冷凍部会と同様、中止とした。

4　検査・点検・指導事業　

（１）第二種CE施設等の点検・指導（今年度実績：事業所1社）
年間計画に沿って高圧ガス保安協会委託の第一種CE施設に加え、希望事業所の点検を計画。
（「Ⅱ.　高圧ガス保安協会委託・委嘱事業（２）イ」の項を参照）

（２）神奈川県高圧ガス保安検査担当者連絡会（加盟：9社1協会）
定期会議は開催せず、メールにより県内の保安検査状況報告、事故等に関する情報の交換を4月から5月

にかけて行った。
参加者：横浜市消防局予防部保安課、川崎市消防局予防部危険物課、相模原市消防局危険物保安課、8社

1協会ほか

5　調査・研究事業等　【各部会担当者】

（１）部会活動経過、調査・研究状況等
No. 部会名 事業展開状況

1

企画部会

部会長

服部 玲氏

（ENEOS（株）川崎製油所）

活 動 経 過

第1回会議（6月25日）

　（１）2022年度事業執行計画について（変更分）

　（２）2022年度 第2回理事会について

　（３）トップセミナーの講師選定について

　（４）その他

第2回会議（10月14日）

　（１）第2回理事会上程議案の審議

　（２）その他（今後の主要行事予定　ほか）

第3回会議（2023年1月20日）

　（１） 第3回理事会上程議案の審議

　（２） 定款・内規改訂について

　（３）その他（今後の主要行事予定　ほか）

第4回会議　（2023年3月20日）

　（１）第4回理事会上程議案の審議

　（２）その他（今後の主要行事予定　ほか）
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No. 部会名 事業展開状況

2

広報部会

部会長

小菅 靖浩氏

（（株）レゾナック 川崎事業所）

年4回発行

トピックス記事のダイジェスト版を

ホームページに早出し掲載。また、会

報WEB版をホームページに掲載（321

号～）

活 動 経 過

第1回編集会議（6月22日 開催）

　会報第326号（夏号 7月22日発行）について

第2回編集会議（10月26日開催）

　会報327号（秋号 11月24日発行）について　

第3回編集会議（2023年1月18日開催）

　会報第328号（新春号 2月8日発行）について

第4回編集会議（2023年3月27日 開催）

　会報第329号（春号 4月27日発行予定）について

3

保安教育部会

部会長

村田 耕司氏

（ENEOS（株）根岸製油所）

副部会長

吉田 智徳氏

（相模アセチレン（株））

活 動 経 過

（１）保安教育支援セミナーの充実

　◆受講者の満足度アップ及び受講者数アップを目指す。

　　各コースにおいて教材内容の充実、最新の情報を提供した。

　◆受講者の満足度アップを目的に、アンケート内容の実態

　　把握に努め、会員事業所の教育ニーズに合致したコース・カリキュラムの検討等行う。

　◆各セミナー・講習会の「開催案内」の広報を改善し、受講者の参加意欲を高めるような

PRの工夫（FAXで一括送信、ホームページへの掲載）を継続する。

　◆新たな教育への取り組み

　聴くだけの講習会➡受講者参加型講習会への転換

　・2022年下期の保安教育支援セミナー『初級コース』に受講者による職場紹介を実施し

た。受講者からの評価は『良』であったことより2023年上期も継続して行う。

　【テーマ】自職場で取り扱う高圧ガスの紹介+①②③のいずれか

　　　　①緊急時対応（自然災害:台風、地震、津波 等）

　　　　②改善活動

　　　　③教育方法

　・保安教育支援セミナー『初級コース』にGr討議を新設し、受講者同士がより活発な討議

が行える場を設ける。

会報No329号の発送時に各会員会社宛に差込み形式のアンケートを同封し、Gr討議

テーマを募集する。コロナ禍であることに配慮し、Gr討議が行える環境下になってか

ら実行に移す。

（２）高圧ガス国家試験受験法令支援セミナーの充実

　◆半日コースから1日コースへの拡充

　　実施年：令和5年度から

　　<科目>

　　①乙種機械・乙種化学　②丙種化学得別　③第二種冷凍機械　④第三種冷凍機械

4
保安技術情報部会

部会長

活 動 経 過

活動休止中
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No. 部会名 事業展開状況

5

コンビナート部会

部会長

中津井 宏氏

（旭化成（株）製造統括本部 川崎製造所）

副部会長

村岡 健次氏（（株）日本触媒川崎製造所）

活 動 経 過

本年度は、神奈川県からの高圧ガス施設等保安推進に係る委託事業として、“石油コンビナー

ト事業所実態調査－コンビナート事業所の外面腐食対策に関する実態調査－”を行った。

コンビナート事業所の老朽化した設備の外面腐食による事故を未然に防止するために、配

管外面腐食対策及び同検査手法についての実態調査として、コンビ則適用53事業所にアン

ケート調査票を送付し、43事業所からの回答を受け、有用な情報等を共有・普及するために、

結果を取りまとめ報告書を作成した。

委託業務報告書は、2023年2月28日に県に提出し受理された。

会議の開催状況は以下のとおりである。

第1回（8月16日）第2回（9月26日）

第3回（12月20日）第4回（2023年2月27日）

6

高圧ガス部会

部会長

大住 智幸氏

（大陽日酸（株）関東支社）

a 酸素分科会

主査

桑原 一氏

（大陽日酸（株））

活 動 経 過

今年度はコロナ感染症の影響により、会議は必要最小限としている。

・酸素分科会を兼ねる、酸素技術研究会の新年度総会を書面審議にて開催（講習会の担当講

師の確認等を実施）（9月）

・9月8日CE保安技術講習会　講師打合せ

調査・研究等

今回も保安技術講習会でアンケート調査を実施し、今後の保安講習会内容の参考とした。

b 特殊高圧ガス分科会

主査

渡邊 哲也氏

（大陽日酸（株））

活 動 経 過

（１）特殊高圧ガス保安講習会の開催

　　特殊高圧ガス保安講習会については、8月1日（月）に開催予定の分科会にて検討した結

果、準備期間不足のため今年度は開催しないこととした。

（２）分科会の開催状況は以下のとおりである。

　　第1回（4月22日）　　第2回（5月30日）

　　第3回（7月 4日）　　第4回（8月 1日）

　　第5回（8月31日）　　第6回（9月26日）

調査・研究等

今年度は、昨年度に引き続き「高圧ガス保安法令Q&A集」について、前回見直し以降の大き

な法令改正事項について反映すべく、県消防保安課、横浜市、川崎市、相模原市の三政令

指定都市消防局担当者に参画をお願いするとともに、アドバイスをいただき、第4集の見直

しを完了。改訂版は次年度発行予定。

c 圧縮空気分科会 （１）圧縮空気保安技術講習会の開催

　　（日程）2023年2月9日　13：15～16：35

　　（場所） 神奈川県民ホール　6階大会議室
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No. 部会名 事業展開状況

7

冷凍部会

部会長

大野　博信氏

（三菱ケミカル（株）Science＆

Innovation Center）

副部会長

石井　信行氏

（ENEOS（株）中央技術研究所）

鎌田　秀行氏

（日産車体（株））

活 動 経 過

2022年度各地区会総会及び第1回冷凍保安技術講習会

　横浜北地区会　6月17日　　　県央地区会　6月10日

　横浜南地区会　6月17日　　　湘南地区会　7月 1日

　川崎地区会　　6月 9日　　　足柄地区会　6月13日

　横須賀地区会　6月15日

2022年度地区会正副会長会議

　2022年度の事業計画の確認及び地区会運営に当たっての情報交換

　2022年7月14日　 Teamsによるオンライン会議で開催

冷凍部会研修見学会

冷凍部会各地区会による優良施設研修見学会は新型コロナウイルス感染症第7波の影響に

て見学先の選定が困難なこと、また各会員事業所において感染防止対策により出張・外

出等が制限されている中で参加者の募集も困難なことから開催を中止とした。

冷凍部会推進委員会

　今後の冷凍部会活動の推進及び各地区会行事日程等の確認

　2022年11月7日及び2023年2月3日 Teamsによるオンライン会議で開催

第2回冷凍保安技術講習会

　2023年3月 3日　厚木市文化会館

　2023年3月10日　神奈川県民ホール

地区会会長会議

2022年度事業の反省と次年度事業計画及び今後の冷凍部会活動の在り方等についての情

報交換

　2023年3月24日　Teamsによるオンライン及び対面会議併用で開催

8

エンジニアリング部会

部会長

永井 正二郎氏

（千代田化工建設（株））

休止中

（検討テーマがあれば招集する）
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（２）冷凍地区会保安技術講習会（7地区会単独及び合同）
ア　第1回保安技術講習（横浜北・横浜南地区会合同開催、他5地区会は単独開催）

地区会名 開　催　内　容

1

2

横浜北

会員
61社

横浜南

会員
66社

開催日 2022年6月17日 会場・場所 神奈川県民ホール

講習内容

・行政機関からのお知らせ
横浜市消防局予防部保安課　中山 貴仁氏

・「2021年度冷凍施設検査結果報告並びに2022年度冷凍施設検査予定」
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会主席検査員 大段 晶紀氏

・技術講演　「改正フロン排出抑制法と今後の課題について」
（一財）日本冷媒・環境保全機構　山本 隆幸氏

参加者
横浜北　33社　44名
横浜南　37社　46名

3

川　崎

会員
69社

開催日 2022年6月 9日 会場・場所 カルッツ川崎　川崎市スポーツ・文化総合センター

講習内容

・行政機関からのお知らせ
川崎市消防局予防部危険物課 担当係長　緒方 祐樹氏　

・「2021年度冷凍施設検査結果報告並びに2022年度冷凍施設検査予定」
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会主席検査員 大段 晶紀氏

・技術講演　「改正フロン排出抑制法と今後の課題について」
（一財）日本冷媒・環境保全機構　山本 隆幸氏

参加者 37社　56名

4
横須賀

会員
20社

開催日 2022年6月15日 会場・場所 ヴェルクよこすか　横須賀市立勤労福祉会館

講習内容

・行政機関からのお知らせ
神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課 高圧ガス・コンビナートグループ グループリーダー　吉江 博巳氏

・「2021年度冷凍施設検査結果報告並びに2022年度冷凍施設検査予定」
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会主席検査員 大段 晶紀氏

・技術講演　「改正フロン排出抑制法と今後の課題について」
（一財）日本冷媒・環境保全機構　高島 章吉氏

山本 隆幸氏
参加者 11社　28名

5

県　央

会員
66社

開催日 2022年6月10日 会場・場所 厚木市文化会館

講習内容

・行政機関からのお知らせ
神奈川県県央地域県政総合センター環境部 環境保全課長　森田 康裕氏

・「2021年度冷凍施設検査結果報告並びに2022年度冷凍施設検査予定」
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会主席検査員　高吉 冨美夫氏

・技術講演　「改正フロン排出抑制法と今後の課題について」
（一財）日本冷媒・環境保全機構　高島 章吉氏

山本 隆幸氏
参加者 41社　62名

6

湘　南

会員
54社

開催日 2022年7月 1日 会場・場所 平塚商工会議所

講習内容

・行政機関からのお知らせ
神奈川県湘南地域県政総合センター環境部 環境保全課 主査　堀部 英基氏

・「2021年度冷凍施設検査結果報告並びに2022年度冷凍施設検査予定」
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会主席検査員 田中 哲也氏

・技術講演　「改正フロン排出抑制法と今後の課題について」
（一財）日本冷媒・環境保全機構　高島 章吉氏

山本 隆幸氏
参加者 26社　40名

7

足　柄

会員
39社

開催日 2022年6月13日 会場・場所 おだわら市民交流センターUMECO

講習内容

・行政機関からのお知らせ
神奈川県県西地域県政総合センター環境部 環境保全課 主任技師　坂根 宏志氏

・「2021年度冷凍施設検査結果報告並びに2022年度冷凍施設検査予定」
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会主席検査員 高吉 冨美夫氏

・技術講演　「改正フロン排出抑制法と今後の課題について」
（一財）日本冷媒・環境保全機構　高島 章吉氏

山本 隆幸氏
参加者 29社　50名

合計375社 参加者 214社　326名
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イ　第2回保安技術講習会（協会主催）
開催日 2023年3月3日 2023年3月10日

会場・場所 厚木市文化会館　小ホール 神奈川県民ホール　小ホール

講 習 内 容
予　　　定

・協会からのお知らせ
　①冷凍保安規則等に係る法令改正の状況について
　②冷凍関係のQ＆A集について
　③事故対応について

神奈川県高圧ガス保安協会　副会長　加藤 洋氏
・冷凍設備の水管理に伴う省エネルギー対策

栗田工業（株）テクニカルサポート一部
内陸・空調冷却水技術課　小川 謙亮氏

今泉 祐紀氏
参　加　者 73社　111名 116社　170名
合　　　計 189社　281名

（３）2022年度　発行・作成の図書、報告書、資料類  
分　野 図書・報告書・資料等の名称 担当部門
資　料 「自主保安事業所交流会」 委託事業
資　料 「圧縮空気保安技術講習テキスト」 特殊高圧ガス

（４）2022年度　収集資料（講習会等講師提供資料）
No. 資料名 提供者 使用講習会等 実施日
1 冷媒問題と経営者の責務 （一財）日本冷媒・環境保全機構 トップセミナー 10月12日

6　広報事業

（１）会報発行
号数 発行 特集記事 シリーズ

325 4月20日 2021年度事業の総まとめ

1　新シリーズ「新技術情報：（一財）日本冷媒・環境保全機構」
　　　第3回　フロン類機器管理はフロン排出抑制法遵守の電子冷媒管理

システム「RaMS」で
2　会員のひろば「私のツーリングの楽しみ（64）」
　　　～困った時の“伊豆”…そこに天の声が～

326 7月22日 第51回定時社員総会
2022年度事業計画

1　新シリーズ「新技術情報」（休載）
2　会員のひろば「私のツーリングの楽しみ（65）」
　　　～桜の次は藤の花～

327 11月24日
第50回神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置
訓練
第14回工業保安トップセミナー
第17回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会

1　新シリーズ「新技術情報：大陽日酸（株）」
　　　第1回　水素ステーションの概要と整備状況について
2　会員のひろば「私のツーリングの楽しみ（66）」
　　　～困ったときの伊豆（3スカイライン）～

328 2023年
2月 8日 新年を迎え

1　新シリーズ「新技術情報：大陽日酸（株）」
　　　第2回　移動式水素ステーションについて
2　会員のひろば「私のツーリングの楽しみ（67）」
　　　～秋葉神社～

329 4月21日予定 2022年度事業の総まとめ
1　新シリーズ「新技術情報：大陽日酸（株）」
　　　第3回　大陽日酸のカーボンニュートラル（水素関連）の取組について
2　会員のひろば「私のツーリングの楽しみ（68）」
　　　～遠州三山～

（２）冷凍・工業保安ポスター作成配布（2021年度）及び募集（2022年度）
（「Ⅳ.1　高圧ガス保安の啓発、広報（２）」の項を参照）

（３）保安教育図書・資料の作成
保安教育支援テキスト・資料の作成ほか、図書を発行し、セミナー・講習会に提供する。
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7　顕彰事業等

（１）第51回定時社員総会　功績者・保安ポスター
入選者表彰（会長表彰）

ア　感謝状（功績者）
（敬称略）

氏　名 所　　　属 功　績 表彰式

枦 昭彦 東亜石油（株）京浜製油所 会　長

6月3日

児玉 好郎 （一社）神奈川県
高圧ガス保安協会 副会長

岡本 利一 （一社）神奈川県
高圧ガス保安協会 事務局長

野澤 哲也 タピルス（株）伊勢原工場 理　事

三谷 幸三 日本ゼオン（株）氷見二上工場 理　事

佐藤 俊哉 ENEOS（株）中央技術所 冷凍部会
役　員

目黒 孝哉 味の素（株）川崎事業所 冷凍部会
役　員

水口 俊則 富士フィルム（株）
神奈川事業場

冷凍部会
役　員

板垣 俊一 （株）日本触媒　川崎製造所 保安教育部会
委　員

イ　表彰状（保安ポスター入選者）
（敬称略）

部　門 氏　　名 所属事業所 表彰式

工業保安の部 井上 景介 日産自動車（株）総合研修所
6月3日

冷凍保安の部 岩崎 正紀 日産車体（株）

（２）2022年度神奈川県くらし安全防災局長表彰
（協会関係者）

（敬称略）
表彰の区分 氏　　名 所属会社 表彰式

高圧ガス優良製造
保安責任者等 百合 功 （一財）電力中央研究所 中 止

高圧ガス優良製造
保安責任者等 渡辺 泰成 日油（株）川崎事業所 中 止

高圧ガス優良製造
保安責任者等 三重野 隆夫 東芝インフラシステムズ

（株）小向事業所 中 止

（３）2022年度神奈川県地域県政総合センター
所長表彰

協会関係者では該当者なし

（４）2022年度関東東北産業保安監督部長表彰
協会関係者では該当者なし

（５）2022年度関東高圧ガス保安団体連合会
会長表彰

協会関係者では該当者なし

8　耐震化推進事業

耐震設計計算プログラム利用
（2023年2月末現在）

貸出件数 貸　出　プ　ロ　グ　ラ　ム

3件 レグ支持塔＆CE
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協会事業の報告

協会事業の報告
2023年2月から3月に開催された交流会や講習会・研修会、会議など、様々
な催しについての報告です。それぞれ多数の参加を得て、活発な意見交換や熱
のこもった講義が行われるなど、各事業とも盛況を博しました。

1．2022年度
自主保安事業所交流会

「自主保安事業所交流会」が開催され、263名の
方が参加されました（令和5年2月3日（金）13時30
分～16時10分、神奈川県民ホール小ホール）。
この交流会は、自主保安活動が広まるように、県
内の可燃性ガス又は毒性ガスを取り扱う製造事業
所等を対象として毎年行われてきました。従来は
県と当協会の共催でしたが、2019年度からは、高
圧ガス保安法の一部事務手続きの権限が三政令指
定都市に移譲されたことを受け、県、横浜市消防
局、川崎市消防局及び相模原市消防局との共催と
なりました。
開会にあたり、神奈川県くらし安全防災局防災
部消防保安課 𠮷江 博巳グループリーダーからご
挨拶をいただいた後、同じく消防保安課 平井 望主
任技師から「最近の法令等の改正について」「高圧
ガス事故の発生状況（令和4年）」「容器運搬途上の
安全点検について」などのご説明がありました。
次に、「我が社の自主保安活動の取組み」として、
会員事業所の事例を2つ紹介いただきました（①日
本ポリエチレン（株）川崎工場（浮島地区）、②高圧
ガス工業（株）神奈川工場）。
また、「特別講演」として、高圧ガス保安協会の
山田 敏弘氏から「重大事故に学ぶ」と題して、過去
の重大事故から得られる教訓についてお話を伺い
ました。以下、その概要を紹介します。

（１）開会の辞

ただいまから、神奈川県くらし安全防災局防災
部消防保安課、神奈川県各地域県政総合センター、
横浜・川崎・相模原の各市消防局、（一社）神奈川県
高圧ガス保安協会の共催により『2022年度 自主
保安事業所交流会』を開会いたします。
本日は、お寒い中、また、新型コロナウイルス感
染がまだ完全に終息していない中、大変多くの皆
様にご参加いただきまして、誠にありがとうござ
います。
私は本日の司会を担当いたします、神奈川県高
圧ガス保安協会の佐藤です。よろしくお願いいた
します。

司会：佐藤 事務局長
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本来であれば、神奈川県くらし安全防災局防災
部工業保安担当課長が直接ご挨拶申し上げると
ころですが、所用のため、本日は高圧ガス・コンビ
ナートグループのグループリーダー𠮷江が代読さ
せていただきます。

本日は、お寒い中、自主保安事業所交流会に多数
のご出席をいただきありがとうございます。
本日は、約300名の皆様にご出席いただけると

いうことで、皆様の保安に対する熱意、思い、こう
いったものを非常に強く感じ、感謝しているとこ
ろでございます。
この「自主保安事業所交流会」は、他の事業所が

どのような自主保安活動に取り組んでいるか、ま
た、どのように日常的に保安を進めているのか、こ
うした情報交換を通じながら、自らの事業所の自
主保安の状況を客観的に把握することで、今後の
取組の参考としていただくことを目的として開催
しているものでございます。
本日は、日本ポリエチレン（株）川崎工場（浮島地

区）の八田様及び高圧ガス工業（株）神奈川工場の
西川様から、自主保安活動の取組についてご紹介
いただきます。
この自主保安活動については、日常の点検作業

から始まり、小さなヒヤリハット、また、KY（危険
予知）活動、小集団活動などの、さまざまな取組が
ございます。
一方、各社それぞれ独自の取組みもあると聞い

ております。
ぜひ本日の交流会を活用し、皆様の事業所の中
での自主保安活動の向上に役立てていただければ
と考えているところでございます。
また、特別講演として、高圧ガス保安協会 保安
技術部 保安基準グループ 事故調査チーム　山田
様より、題目「重大事故に学ぶ」としてお話を伺い
ます。貴重な機会ですので、どうぞよろしくお願い
いたします。
私どもの職員が、保安検査で皆様方の事業所を
訪れる際に、この交流会が保安教育の年間スケ
ジュールの中に位置づいているということをよく
伺っております。ぜひ、本日の交流会も、会社の中
での保安活動に役立てていただきたいと繰り返し
お願いするところでございます。
私自身、神奈川県内における工業保安行政の良
さのひとつは、事業所の皆様と私ども行政が連携
し、お互いの持ち味を活かして、進めているという
ことが非常に大事なことだと思っております。
これからも皆様方からご意見をいただきなが
ら、事故を無くすことを目指して、がんばっていき
たいと考えておりますので、どうかお力添えのほ
どよろしくお願いいたします。
最後になりますが、事業所における皆様の安全
と事業活動のご繁栄を心からお祈りしまして、あ
いさつとさせていただきます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。　

（２）開講挨拶

神奈川県くらし安全防災局防災部　消防保安課
 高圧ガス・コンビナートグループ グループリーダー　𠮷江 博巳氏

𠮷江 グループリーダー

23会報 no.329



協会事業の報告

①最近の法令等の改正、②高圧ガス事故の発生
状況（令和4年）、③容器運送途上の安全点検につい
ての講演がありました。

①最近の法令等の改正について
〇新たな認定制度の創設
現行の「認定事業者制度」では、認定事業者は、都
道府県知事に代わって、完成検査又は保安検査を
自ら行うことができます。今回の法改正による新
たな認定制度の考え方は、テクノロジーを活用し
つつ自立的に高度な保安を確保できると認められ
た事業者については、安全確保を大前提に、事業者
の保安力に応じた規制体系へ移行するとともに、
手続・検査のあり方をこれに見合った形に見直す
というものです。これにより、国全体の高圧ガス分
野の保安力向上（重大・悪質な法令違反、重大事故
の削減）を目指すとしています。
新たな認定制度の審査体制としては、国が高圧
ガス保安協会（KHK）等への意見聴取・調査依頼、外
部有識者からなる審査会審査などを活用しつつ審
査を行うこととしています。
国では、引き続き新たな認定制度の詳細設計に
ついて産業構造審議会の高圧ガス小委員会等で検
討を進め、本年6月頃に政令・省令等を公布、12月
頃の施行を目指すとのことです。

〇燃料電池自動車等に係る高圧ガス保安法の適用
除外
燃料電池自動車等（圧縮水素・圧縮天然ガス・液
化天然ガスを燃料とする自動車）については、高圧
ガス保安法と道路運送車両法の2法令で規制され
ておりますが、今回、燃料電池自動車等の普及のた
めにこれを1本の法律にスリム化するというもの

です。
これまで、車両は道路運送車両法、高圧ガス容器
等に係る安全については高圧ガス保安法で担保し
ていますが、一元化後は、道路運送車両法において
車両と一体のものとして高圧ガス容器等の安全を
確保することとし、同法により安全を確保できる
ものについては、高圧ガス保安法の適用が除外さ
れます。こちらも本年6月頃に政令・省令等を公布、
12月頃の施行を目指すとのことです。

〇冷凍則の一部改正
品質管理体制が適切である冷媒設備の製造事業

者を経済産業大臣が認める制度が創設され、現行
の高圧ガス保安協会（KHK）が行う試験に代えて試
験を行うことが可能となりました。
具体的には、冷凍則第7条第1項第6号ただし書
及び第64条第2号ただし書に規定する耐圧試験並
びに第64条第1号リただし書に規定する突合せ溶
接部の機械試験において、「経済産業大臣がこれ
らと同等以上のものと認めた協会が行う試験」と
あったのを「冷媒設備の製造をする者であつて、試
験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行
うことが適切であると経済産業大臣が認めるもの

（３）神奈川県からのお知らせ

神奈川県くらし安全防災局防災部　消防保安課
高圧ガス・コンビナートグループ 主任技師　平井 望氏

平井 主任技師
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の行う試験に合格した場合は、この限りでない」等
に改められました（施行は令和4年10月1日）。

〇容器則の一部改正
ライナー（芯材となるプラスチック部材）に周

方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊
維を巻き付けた複合構造を有する容器は「一般複
合容器（繊維強化プラスチック複合容器）」と呼ば
れています。現在、一般複合容器について多様化が
進んでいること等を踏まえ、同容器の区分の新設
や容器再検査期間の見直し等が行われました。
また、地球温暖化対策の観点から、地球温暖化係

数の低い冷媒の利用が進んでいますが、一般複合
容器のうち、冷媒用の既存のFC容器では対応でき
ないケースがあることから、新たなFC容器の追加
等が行われました。
具体的には、医療用酸素用一般複合容器に関し

て、新たに定義を設け、再検査期間を3年から5年
とするとともに、他の容器と識別するため容器に
新たにMEDと刻印することとされました。
また、温暖化係数の低い冷媒は圧力が高いもの

もあるため、耐圧試験圧力を6MPaとする新たな
FC容器の類型が追加されました（施行は一部を除
き令和4年8月1日）。

〇液石法の権限移譲について
第12次地方分権一括法により、これまで神奈川
県知事が行ってきた、液化石油ガスの保安の確保
及び取引の適正化に関する法律（液石法）に基づく
許認可等の事務の一部が、令和5年4月1日から、政
令指定都市の長（横浜市長、川崎市長、相模原市長）
に移譲されます。
事務の移譲に伴い、次の事業者については、申
請・届出先が各政令指定都市（横浜市、川崎市、相模
原市）に変更となりますので、お知らせします。

事業の種別 対象となる事業者

販売事業者※ 1つの指定都市内にのみ販売所を
設置し事業を行う事業者

保安機関※
1つの指定都市内の販売所の一般
消費者に対して保安業務を行う保
安機関

3トン以上貯蔵する貯蔵施設 設置場所が指定都市内
特定供給設備 設置場所が指定都市内
充てん設備 使用の本拠地が指定都市内
特定液化石油ガス設備工事事業 所在地が指定都市内の事業者
設備工事届 工事場所の所在地が指定都市内

※指定都市とそれ以外の市町村をまたいで複数の
販売所を設置して事業を行っている場合、指定都
市とそれ以外の市町村をまたいで設置される販
売所の一般消費者に対して保安業務を行う場合
は、引き続き神奈川県が申請・届出先となります。

②高圧ガス事故の発生状況（令和4年）
令和4年における高圧ガス事故の発生件数を、事

故の種類別に見ると、噴出漏えいが、例年、全体の9
割以上を占めており、その傾向は変わりませんでし
たが、火災、爆発に該当するような高圧ガス事故は

25会報 no.329



協会事業の報告

ありませんでした。その他1件は、容器の落下です。
県内での高圧ガス事故の傾向としては、ハード
面では、設置年数の長い設備で事故が多いことか
ら、老朽化設備の点検項目を見直すなど、適切なメ
ンテナンスが重要です。また、ソフト面では、誤操
作や操作基準不備による高圧ガス事故が発生して
いることから、保安教育の必要性が一層重要と考
えます。

③容器運送途上の安全点検について
昨年10月、県内の新東名高速道路のIC出口付近
で、トラックが回収容器を運送していた際に、アセ
チレン容器24本が路上に散乱する事故が発生し
ました。幸い後続車両がなかたため、人身事故等に
は至りませんでした。
原因としては、容器を車両に積載した際にベル
トの締めが甘かったため、高速道路出口で減速し
た際に、容器が抜け落ちて転倒したと考えられま
す。さらに、あおり板が開放されていたため、転倒
した容器が路上に落下したものです。
こうした事故も教訓とし、安全確保に努めてい
ただきたいと思います。
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〇現状の課題
当社では、事故やコンプライアンスの問題が起

きない「安全・安心な現場」を目指していますが、い
くつかの課題があります。
①人（世代交代に伴う技能の伝承に不安）、②機

械（プラントが古くなり、設備の経年劣化が原因と
なる事故が発生）、③媒体（P＆ID（配管計装図）や設
備台帳の信頼性）、④管理（リスク抽出が網羅的に
できているか、それに応じた維持管理ができてい
るか）などです。
従業員の「マイプラント」意識を醸成するために

行っている、4つの取組みを紹介したいと思います。

〇設備台帳、P＆ID（配管計装図）の再点検
プラントの建設から長い時間が経過しており、

P＆ID（配管計装図）や設備台帳の信頼性に懸念が
あったため、各部門が連携して再点検を進めてい
ます。

〇運転員による外面腐食点検
世代交代もあり、運転員の設備管理スキルの向

上が課題になっています。運転員と保全部門員が
合同で外面腐食パトロールを実施し、要注意状態
のものについて、保全部門員が現地で運転員にレ
クチャーします。さらに、教育を受けた運転員が点

検を実施し、保全部門と情報共有のうえ、対策方針
を決定していきます。

〇トラブル削減活動
日常点検の中で、長期に使用されている部位を
意識しながら、懸念箇所をリスト化し、それを関係
部署で共有し、定期的に対応の要否を確認する仕
組みを整備しました。
また、若手運転員の機器点検の習熟度を向上さ
せるため、協力会社が実施する五感点検に同行し
てレクチャーを受けたり、機器開放時などに現場で
レクチャーを受けたりする機会を設けています。
さらに、構造図とカットモデルを用いて、機器の
特徴や構造、点検ポイント等について保全部門員
から教わることなどに取り組んでいます。

〇セーフティレビュー
当工場では、これまでリスク評価に基づいたリ
スク低減活動を進めてきましたが、担当するメン
バーが入れ替わり、残存リスクの認識や評価の受
け止め方が変わってきています。そこで、作業員が
集まり、全員で意識を高める「4RKY」と呼ばれる危
険予知手法により、新しい目線でのリスク再評価
を行っています。

（４）我が社の自主保安活動の取り組み

【事例1】日本ポリエチレン株式会社 川崎工場（浮島地区）

環境安全グループ グループマネージャー　八田 拓士氏
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〇わが社の保安の考え方＝全員参加型の保安活動
ルールは「解りやすく」、作業従事者全員が理解

し「みんなで取り組み」実行することにより、事故
防止に取り組み、災害発生時には影響を最小に留
める「全員参加型の保安活動」を行っています。
その具体例として、①地震災害発生時避難訓練

と②ガスバルブ塗り分けについてご紹介します。

〇地震災害発生時避難訓練
令和4年度の訓練テーマは「命を守る行動」です。
訓練を通じ、課題を把握し、改善を図っていま

す。具体的には、避難経路の安全性を確認し、経路
変更や危険個所の改善につなげています。
また、地震発生時にも慌てることなく確実な設

備停止を図るため、分かりやすく写真入りで対応
方法を記載した「緊急時マニュアル」を作成し、各

部署に設置しました。

〇バルブ色の統一による保安
安全弁作動や設備破損に対し、いち早く対応す
るため、またガス消費先でのトラブルにも適切に
電話対応するために、バルブの色を統一していま
す（例：設備の放出弁のバルブ…赤色、超低温可搬
式容器（LGC）の放出弁のバルブ…オレンジ色）。
これにより、現場で異常が確認されたり消費先か

らトラブルの連絡があったりした際に、バルブの開
閉状況や接続間違いなどを離れた場所からも容易
に判断でき、適切なアドバイスが可能になります。

いわゆる神
みこ し
輿と同じように、従業者全員が同じ

目的で力を合わせ、安全という神輿を担ぎ、保安活
動を続けたいと考えています。

【事例2】高圧ガス工業株式会社 神奈川工場

統括工場長 兼 神奈川工場長　西川 隆浩氏

西川 隆浩氏
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〇はじめに
高圧ガス保安協会は、昭和38年（1963年）の発

足以来、高圧ガス保安の中核を担う団体として高
圧ガス産業における自主保安を促進するととも
に、その高度化に取り組んでいます。
しかしながら、高圧ガス産業では保安技術の進

歩や関係者の努力にもかかわらず、近年において
も多くの高圧ガス事故が発生しており、その中に
は重大な高圧ガス事故もあります。
平成23年（2011年）11月から平成24年（2012

年）9月までのわずか10ヶ月間にコンビナートで3
件続発した死者を伴う重大な事故は、社会的に大
きな影響を与えました。そのため、高圧ガス保安協
会ではそれぞれの事故に対する調査のみならず、3
件の事故に共通する要因の検討を行いました。そ
の結果は、経済産業省の委員会でも説明を行い、そ
の結果を踏まえて事故の防止に向けて様々な検討

が開始されました。
こうした中、平成26年（2014年）1月に再び1件
の死者を伴う重大な事故が発生しました。
内閣官房の主導により設置された石油コンビ
ナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡
会議では、保安に係る法令を所管する総務省消防
庁、厚生労働省及び経済産業省の3省が参加して4
件の事故について検討を行い、事故の原因・背景に
係る共通点をまとめました。しかしながら、これら
の事故も風化しており、これからを担う世代に伝
える取組みが必要との意見があります。
そこで本日は、図書「重大事故に学ぶ」（高圧ガス
保安協会、令和元年12月発行）に掲載した内容を
中心に、次の3つのテーマについて講演します。
①4件の事故の振返り
②4件の事故に共通する要因の検討結果
③検討結果を踏まえた関係者の取組み

〇第二塩化ビニルモノマー製造施設の爆発火災事故（2011年）

（５）特別講演「重大事故に学ぶ」

高圧ガス保安協会　保安技術部門　保安基準グループ
事故調査チーム　シニアスタッフ　山田 敏弘氏

山田 敏弘氏
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〇レゾルシン製造施設の爆発火災事故（2012年）

〇アクリル酸製造施設の爆発火災事故（2012年）
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〇高純度多結晶製造施設の爆発火災事故（2012年）
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〇おわりに
本日の講演では、社会的に大きな影響を与えた4
件の事故の内容、共通点などに加え、その後の事故
防止に向けた関係者の取組みを紹介しました。
高圧ガス保安協会は、高圧ガスによる事故の未

然防止のため、事業者の自主保安の促進に有用と
なる、事故情報を発信するだけでなく、具体的な事
故情報の活用方法についても提案いたします。
今後の高圧ガス事故の未然防止に係る取組みに
ご活用いただければ幸いです。

「自主保安事業所交流会」の資料頒布について
　2月3日（金）に開催された「自主保安事業所交流会」では、263名という多くの皆様にご参加いただきました。
　当日のスライドをまとめた資料集（オールカラー）の在庫が若干ありますので、会員限定にて実費（資料集：￥1,000（税込み）＋
送料）でお分けします。
注文は協会事務局まで　電話 045-228-0366
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2．2022 年度圧縮空気保安
技術講習会を開催しました

私たちの周りに当たり前に存在する空気です
が、高圧ガスとなる場合は、法律に則り、細心の注
意を払いつつ取り扱う必要があります。
当協会では、圧縮空気を取り扱う皆様を対象に、

保安教育の一環として、圧縮空気に関する保安技

術講習会を毎年開催しています。
会員はもとより、会員以外の一般の方々、各市消
防局や神奈川県警察の方、あるいはスクーバダイ
ビング販売関連者など、いろいろな分野で空気呼
吸器を使用する方々にご参加いただいておりま
す。
今年度は、令和5年2月9日（木）に、かながわ県民
ホール6階大会議室で開催し、26名の方が受講さ
れました。

（１）行政からのお知らせ

神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課
高圧ガス・コンビナートグループ

主査　保坂 由文氏

①　高圧ガス事故発生状況
神奈川県内での令和4年の高圧ガス災害事故

発生件数は87件で、前年の70件に比べ17件の
増加でした。
内訳は、コンビナート事業所が44件と一番多

く、冷凍事業所の22件の倍の発生件数でした。
その背景には、コンビナート事業所は数多く

の設備があることに加え、設置年数が長く老朽
化が進んでいるにもかかわらず、多額の資金が
必要であるため、容易にリプレースできないこ

とがあると考えられます。
令和4年は、平成21年以来、13年ぶりに高圧
ガス事故に起因する人身事故の発生がありませ
んでした。しかし、事故の内訳を見ると、噴出・
漏えいが全体の99％を占めており、今後、さら
なる老朽化に備えた経年劣化対策の必要性が高
まっています。
また、保安教育の実施や検査手順、操作手順の
確認も必要です。
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②　高圧ガス　事故事例
事故事例として「液化酸素用超低温容器の破
裂事故」（平成28年9月）等、次の5件の破裂事故
について、原因と対策が説明されました。
•液化酸素用低温容器の破裂事故（平成28年9
月横須賀市で発生）
•圧縮空気充塡中の容器破裂事故（平成27年4
月徳島で発生）
•液化炭酸ガスボンベの破裂事故（平成29年9
月相模原市で発生）
•車両移動中における液化炭酸ガス漏洩事故

（令和元年6月19日藤沢市で発生）
•空気圧縮機消音器の破損（令和4年11月22日
横浜市で発生）

昨年11月に発生した空気圧縮機消音器の破
損事故では、消音器が圧縮機にぶつかり、変形し
ました。幸い負傷者はありませんでしたが、運転
開始時に、高圧ガス部分に限らず、設備の異常の
有無を確認すること、また異常な状態が確認さ
れた場合には、放置せずに、適切に整備してから
運転することが重要です。
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（２）関係法令

（一社）神奈川県高圧ガス保安協会
常任理事・副会長　加藤 洋氏

①　高圧ガス保安法の概要について（製造を中心に）
高圧ガス保安法では、「製造」とは、「高圧ガ

スでないガスを高圧ガスにすること等、高圧ガ
スの状態を人為的に生成すること」です。
その製造能力（処理量）の規模によって、「第

一種製造者」と「第二種製造者」に分かれます。
この表は、圧縮空気のみ製造の事業所の例で

す。圧縮空気は「第一種ガス」となりますので、一
日に処理することができる高圧ガスの容積、す

なわち処理能力が300m³であれば、「第一種製
造者」となり、新しく事業所を設置する場合に
は、製造許可が必要となります。一方、処理能力
が小さい「第二種製造者」の場合には、新しく事
業所を設置する場合に、届出を行う必要があり
ます。
高圧ガスのうち、他の法律で規制されている
ものや比較的安全なものは、高圧ガス保安法の
適用除外となるものがあります。

圧縮空気については、高圧ガス保安法施行令
第二条第3項第1号において、「圧縮装置（空気
分離装置に用いられているものを除く。次号に
おいて同じ。）内における圧縮空気であって、温
度35度において圧力（ゲージ圧力をいう。以下
同じ。）5メガパスカル以下のもの」を法の適用除
外とする旨規定されています。
ここで言う「圧縮装置」とは、圧縮機、空気タン

ク（設備の配置等からみて一体として管理され
るものとして設計されたものに限る。）、配管、油
分離器等（位置は任意）から構成されるもの又は
空気タンク等を有しない圧縮機をいいます。

②　高圧ガス保安法政令・省令における圧縮空気
関係に関する部分
第一種製造者及び第二種製造者の事業所にお
いては、事業所長から現場従業員に至るまで一
丸となった保安管理組織を樹立し、責任と分担
を明確にし、事業所内の全てにおいて保安意識
が浸透し、実行されることが求められています。
一方、製造規模の小さな事業所には、所定の

「保安監督者」を配置することで、保安統括者の
選任は不要となります。保安統括者を選任しな
くてもよい製造者は、保安係員なども選任不要
です。
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「保安監督者」の要件としては、処理能力が
1,000m³未満のスクーバダイビング用等呼吸
用の空気を容器に充填するための定置式製造設
備（当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場
合に自動的に充填を停止する機能を有するもの
に限る。）を設置する者であって、上の図に示さ
れた要件のいずれかに該当する者となります。

③　高圧ガス事故について
酸素ボンベ用圧力調整器が破損し、作業担当
者が負傷した事故を紹介します。
酸素ボンベ（充てん圧：14.7MPa）の元バル
ブ、圧力調整器の閉止弁が閉止状態であったこ
とを確認し、酸素ボンベの元バルブを開けるた
めにH型ハンドコックを用いて開けようとしま
した。しかし、固かったため、左手で当該ボンベ
を押さえ、右手でH型ハンドコックに力を入れ
て開けたところ、急激に元バルブが開いてしま
い、圧力調整器の一次圧計あたりから火花が生
じ、その火花等によって左手の指及び甲に火傷
を負ったものです。

作業担当者が酸素ボンベの元バルブを急激に
開けたことにより、圧力調整器の入口のフィル
ター部で断熱圧縮による温度上昇と、切子等の
可燃物の衝突エネルギーによって部分的に非常
に高温になり、圧力調整器本体と一次圧力計の
破損が生じたものと考えられます。

支燃性ガスのうち、特に酸素は断熱圧縮及び
摩擦熱による事故が起きやすいことに十分注意
する必要があります。
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（３）圧縮空気容器の取扱いと日常点検及び事故事例について　

ダイビング高圧ガス安全協会
会長　宮下 高行氏

アルミスクーバタンクをはじめとする「包括的
なダイビング高圧ガス」に関する普及啓発活動を
進めているダイビング高圧ガス安全協会会長の
宮下 高行氏 から、ダイビング容器のスクーバタン
クの種類、タンクの腐食の発生原因、使用前の目視
検査、スチールタンクの内外面のさび落としとさ
び止め、バルブの点検とメンテナンスを中心にス
チール製とアルミ製の違い、点検方法、バルブの構
造等について、最近の事故事例を交えながらのビ
デオ講演をいただきました。

スクーバダイビング、陸上呼吸用で用いられる
タンク（ボンベ・シリンダーとも呼ばれる。）は、継
目なし高圧ガス容器であり、材質は、スクーバー用
はスチールまたはアルミ合金製の単一素材と決め
られています。陸上呼吸用には複合素材のタンク
も用いられていますが、スクーバー用には使用で
きません。容器再検査は次表のようにアルミタン
クは毎年内部の目視検査を行い、腐食状況や内部
の異常の有無を確認することが定められていま
す。
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（４）空気圧縮機の運転管理及び取り扱い整備について

（株）田邊空気機械製作所
営業本部　東京支店　係長

徳田 浩二氏

スチールタンク アルミタンク
容器再検査 5年毎に再検査実施 毎年の内部目視検査と5年毎の再検査

（株）田邊空気機械製作所は、大正10（1921）年
大阪市浪速区で空気圧縮機の製造メーカーとして
創業し、2021年に創業100周年を迎えた、コンプ
レッサーの総合メーカーです。
今回も営業本部東京支店の 徳田 浩二氏 を講師

としてお招きし、空気圧縮機の種類や特色をわか
りやすく解説いただくとともに、タイプの空気圧
縮機の破裂（爆発）事故の要因の説明、破裂事故を
防ぐための、異常の兆候・現象などについて詳しく
紹介していただきました。
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空気圧縮機摺動部の破損事故は、潤滑油の供給
不足による油不足や油面低下、潤滑油の乳化に起
因することから、日常のチェック、メンテナンスの
必要性とチェックポイントを紹介していただきま
した。

特に運転頻度が少ない圧縮機の場合、摺動部の
油膜切れから焼き付き等の重大な損傷に至る可能
性が高く、定期的な試運転で油膜切れを防止する
ことが重要との説明がありました。
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3．2022 年度第 3 回理事会を
開催しました

2023年2月17日（金）15時からロイヤルホール ヨコハマにおいて、Web会議併用で第3回理事会を開催し
ました。2023年度事業計画案並びに収支予算案、第52回定時社員総会に係る諸議案が審議され、承認されま
した。

第 3 回 理 事 会

Ⅰ　議事事項
第1号議案　　「2023年度事業計画案並びに収支予算案の承認を求める件」
第2号議案　　「第52回定時社員総会議事日程に関する件」
第3号議案　　「新会員入会の承認を求める件」
第4号議案　　「定款及び会費規程の改訂に関する件」
第5号議案　　その他　　　　

Ⅱ　報告事項
1　2022年度主要行事の進捗状況について
2　会員の移動状況について
3　工業保安および冷凍保安ポスターの入選作等について
4  2023年度役員の変更について
5　その他

1　司会（服部専務理事）
本日の理事会は理事総数22名中、Web会議でご出席の理事4名を含め、総出席理事が15名で、定款第32条

の定足数を満たしており、成立していることをご報告します。また、西川監事、村岡監事にご出席いただいてい
ます。

2　議長開会の挨拶（加藤会長）
本日は、皆さま方には大変ご多用のところ、2022年度第3回理事会開催にご出席いただき、誠にありがとう

ございます。
本理事会は、2023年度事業計画案並びに収支予算案についてご承認をいただきたく、議案を上程しており

ます。新型コロナウイルス感染症の処置対応も5月GW明けから第5類に見直されることから、講習会やセミ
ナー、会食会など通常の生活に戻ることで協会の運営も元に戻し、会員事業所の皆様へ貢献できると考えま
す。しかしながら、物価高騰が影響し固定費等の負担が増大しています。したがいまして、今後の協会運営も含
め、役員の皆さまの忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げます。

3　議案説明（佐藤事務局長、勘米良経理担当主幹）
議案内容及び審議結果は以下のとおりです。
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第1号議案
　2023年度事業計画案並びに収支予算案とも、提案された計画どおり進めることが承認されました。
第2号議案
第52回定時社員総会を2023年6月2日（金）に開催すること、そして、総会における議事について承認さ
れました。
第3号議案
　第2回理事会以降、入会希望の事業所が1件あり、承認されました。

会社名（所在地）：tomita.a.style（神奈川県横須賀市）
主な事業内容：家庭用エアコン取付、業務用エアコン取付

第4号議案
　定款及び会費規程の改訂について第52回定時社員総会に提案することについて承認されました。

4　報告事項
事務局より以下の報告がありました。
⑴2022年度主要行事実績の進捗状況については、当初の計画に沿って進捗中である。
⑵会員の移動状況について

（自　2022年4月1日　　至　2023年1月31日）
会員の級別 期首の会員数 入　会 退　会 級別変更 現在の会員数 増　減
1　級 329 0 －7 0 322 ▲7
2　級 207 2 －16 0 193 ▲14
合　計 536 2 −23 0 515 ▲21

⑶2023年度ポスター
工業保安部門　　入選：小林 泉氏（日産自動車（株）総合研究所）

佳作：倉光 俊成氏（日産車体（株））
冷凍保安部門　　入選：出水 みどり氏（日産車体（株））

佳作：岩﨑 正紀氏（日産車体（株））
（入選・佳作作品については、46ページに掲載しています。）

加藤 会長　　　　　　　服部 専務理事 佐藤 事務局長　　勘米良 経理担当主幹
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⑷その他
　高圧ガス災害の防止に貢献した方の表彰について、推薦をお願いしました。また、協会職員の採用等に
ついて報告しました。

5　議長解任の挨拶
本日は、各議案についてご審議・ご承認いただき、誠にありがとうございました。
従来であれば、第3回の理事会は、役員の事業所にて開催しておりましたが、新型コロナウイルス、インフル

エンザ等の感染が懸念されることから、事業所の従業員に考慮して、やむを得ず会議場を変更し、Web会議を
併用して開催することとしました。
来年度こそ、ぜひ皆様と一堂に集まり、希望を語りあえることを心から願う次第です。
我が国の産業保安をめぐっては、近年、革新的なテクノロジーの進展、保安人材の不足・高齢化、電力・ガス供給
構造の変化、災害の激甚化・頻発化、気候変動問題への対応の要請など、経済社会環境が大きく変化しています。
そうしたことを踏まえ、昨年6月に高圧ガス保安法等の一部を改正する法律が公布されました。テクノロ

ジーを活用しつつ、自律的に高度な保安が確保できる「スマート保安」を事業者に促すために、その保安確保能
力を踏まえ、手続・検査のあり方が見直されることになりました。
具体的には、認定審査のしくみが新しくなり、「経営トップのコミットメント」「高度なリスク管理体制」「テ

クノロジーの活用」及び「サイバーセキュリティなど関連リスクへの対応」の4つが認定の要件となり、リスク
管理レベル等に応じ、認定区分も「A認定」「B認定」に差異化されます。今後、徐々に詳細が示されると思われま
すが、法改正の趣旨である「自主保安」を健全な成果に結びつけていくためには、各事業者の「安全」と「コンプラ
イアンス」に対する厳格なコミットメントが大前提であることは言うまでもありません。こうした新しい流れ
にも「自主保安のパートナー」たる協会として、しっかり対応し、地域の安全に貢献していきたいと思います。
そうした状況においても、会員の皆様のご期待に応えることができるよう、神奈川県、横浜市、川崎市及び相

模原市等、関係行政庁のご指導のもと、役員一同議論を深め、精一杯協会の活動・事業を盛り上げていきましょ
う。より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
また、会員事業所の皆様やそして従業員の皆様の安全確保を第一として協会を運営していきたいと考えま

すので、よろしくお願いします。
以上簡単でありますが、第3回理事会の議長解任のご挨拶とさせて戴きます。ありがとうございました。
ご安全に！！
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2023年度ポスター

工業保安部門 入選作品

工業保安部門 佳作作品 冷凍保安部門 佳作作品

冷凍保安部門 入選作品

作者：日産自動車（株）総合研究所
小林 泉氏 　　　　

作者：日産車体（株）
　　 倉光 俊成氏

作者：日産車体（株）
　　　 出水 みどり氏

作者：日産車体（株）
　　 岩崎 正紀氏
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4．「第二種冷媒フロン
取扱技術者講習会」を
開催しました

（一財）日本冷媒・環境保全機構（JRECO）と（一
社）東京都冷凍空調設備協会のご支援をいただき、
フロン排出抑制法に基づき業務用冷凍空調機器等
（第一種特定製品）の定期点検を行うことができる
有識者となる「第二種冷媒フロン類取扱技術者」の
資格講習会を開催しました（令和5年3月1日（水）、
波止場会館）。
当協会としては初めての試みでしたが、11名の

受講者の皆様が熱心に講義に耳を傾けました。
また開催したいと考えておりますので、その際

はぜひもっと多くの皆様に受講いただきたいと思
います。

（受講者の声から）
•この講習会は人気が高く、以前から申し込み
をしていたが、他の会場はすぐに募集人数に
達してしまい、受けられなかった。今回、会員
限定の講習会を受講できてよかった。

•1日で効率よく講習が受けられ、資格取得ま
で進めることができ、充実した学習ができ
た。

•これまで2種冷凍機械の免許を持っていれ
ば定期点検が可能であると誤解していた。

「第二種冷媒フロン取扱技術者講習会」の様子
（2023年3月1日、波止場会館）

「第二種冷媒フロン類取扱技術者」とは、
どのような資格ですか？

業務用冷凍空調機器等からの冷媒漏えい問題
は、地球温暖化防止の観点から、国内外でも大きな
問題となっています。そこで、冷媒の適切な管理の
ために平成27年4月に「フロン類の使用の合理化
及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制
法）が施行されました。
同法では、機器の管理者は、すべての業務用冷凍
空調機器及び冷凍・冷蔵機器（第一種特定製品）に
ついて、3か月に1回以上の簡易点検（外観、音によ
る点検）を行う必要があります。また、圧縮機に用
いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の冷凍
冷蔵機器については、1年に1回以上（7.5kW以上
50kW未満の空調機器は3年に1回以上）の定期点
検の実施が義務付けられています。

定期点検は「十分な知見を有する者」が実施又は
立ち会う必要がありますが、「第二種冷媒フロン
類取扱技術者」は、その「十分な知見を有する者」
として国が認める資格のひとつとなります（高圧
ガス製造保安責任者免状、冷凍機械責任者免状を
持っているだけでは、「十分な知見を有する者」に
はなりません）。

「第一種冷媒フロン類取扱技術者」と
「第二種冷媒フロン類取扱技術者」の
資格の違いは何ですか？

業務範囲として、「第一種冷媒フロン類取扱技
術者」は、全ての機器の「点検・充塡・回収」ができ、
「第二種冷媒フロン類取扱技術者」は、回収につい
ては全ての機器を対象としていますが、「点検・充
塡」については、圧縮機電動機又は動力源エンジン
の定格出力が「空調は 25kW（約 33.5HP）以下」
「冷凍冷蔵は 15kW（約20.1HP）以下」の機器を対
象としています。これらの区分は、冷凍空調業界団
体（日設連、日冷工、JRECO）が業界の自主基準と
して定めたものです。
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また、資格取得のための講習会の「受講要件」に
ついては、第一種は国家資格レベルの資格を保有
していること（実務経験3年以上）が受講要件と
なっていますが、第二種は、国家資格でなくても
「RRC 登録冷媒回収技術者」をはじめとした回収
の知見者となる資格（実務経験1年以上）を有する
方や、無資格の方（実務経験3年以上）でも受講が可
能です。

「第二種冷媒フロン類取扱技術者講習会」の
内容を教えてください。

冷媒フロン類取扱技術者講習認定委員の講師に
よる「冷媒フロン類の地球環境問題」「冷凍空調機
器に関わる関係法令及び安全衛生管理」「冷凍の基
礎と運転診断」「フルオロカーボン漏えい点検・修
理ガイドライン」「冷媒フロン類の回収・充填」等に
ついて講義を受けた後、修了考査が行われ、合格す
れば「第二種冷媒フロン類取扱技術者」の資格が与
えられます。講習会は1日で終了します。

近い将来、冷媒フロン類が手に入らなくなる
という話を聞きましたが、本当ですか？

モントリオール議定書キガリ改正の採択を受
け、温室効果のあるHFC（ハイドロフルオロカー
ボン）の生産規制が2019年からスタートしてい
ます。我が国のHFCの国全体の生産量の上限は、
2011-2013年実績の平均値から計算される基準
値と比べ、2024年で40％、2029年で70％、2036
年で85％の減となります。そのため、数年後には
サービス用の補充冷媒の確保も困難となる、ある
いは価格が高騰する可能性があります。

冷媒にHFCを使用している事業所においては、
フロンの問題を正しく認識するとともに、いま
使っているフロンを「資源」ととらえ、極力漏えい
させないよう機器の維持管理を徹底することが経
営上も重要です。
当協会では、この問題について引き続き会員の
皆様にお知らせしていきます。

出典：環境省「令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会」資料
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5．冷凍部会 第2回冷凍保安
技術講習会を開催しました

2022年度第2回冷凍保安技術講習会を令和5
年3月3日（金）に厚木会場（厚木市文化会館小ホー
ル）で、3月10日（金）に横浜会場（神奈川県民ホー
ル小ホール）で開催しました。厚木会場では72社
108名、横浜会場では111社162名の皆様にご参
加いただきました。
当講習会は、冷凍機の保安管理に係る保安教育

の機会を会員事業所にご提供するために、協会会
員限定の無料講習会を年2回開催しています。第2

回冷凍保安技術講習会は例年、厚木会場と横浜会
場の2か所で3月に開催しています。
講習会の開催にあたっては、毎回、会場設営はじ
め、冷凍部会各地区会の皆様に多大なるご協力を
いただいております。この紙面を借りて厚くお礼
申し上げます。
第2回冷凍保安技術講習会では、当協会からのお
知らせとして、「冷凍保安規則に係る最近の法令
改正の状況について」「冷凍関係のQ＆A集につい
て」「事故対応について」加藤副会長が説明しまし
た。技術講演は「冷凍設備の水管理に伴う省エネル
ギー対策」について栗田工業（株）からご講演をい
ただきました。

【1】協会からのお知らせ

講師　（一社）神奈川県高圧ガス保安協会
副会長　加藤 洋氏

（１）冷凍保安規則に係る最近の法令改正の状況に
ついて

〇特定不活性ガスについて
「不活性ガス」とは、毒性ガスでも可燃性ガスで
もなく、窒素やアルゴンのような、一般的には安全
なガスのことです。従来のフロン類もこれに含ま
れますが、最近使われるようになった新しいフロ
ン類の中には、「不燃性」とまでは言えない「難燃
性」のものが現れるようになりました。そこで、新
たに生まれたのが「特定不活性ガス」という区分で
す。

多くの冷房・冷凍装置にとって、フロンガスは冷
媒として欠かせないものですが、過去に使われて
いたフロンガスは塩素原子を含み、オゾン層を破
壊することから、オゾン層に影響のない、代替フロ
ンへと切り替わってきました。しかし、これらは地
球温暖化係数（GWP）が高いという別の弱点があ
るため、GWPが低い、次世代冷媒となるフロンガ
ス（特定不活性ガス）が開発されてきたのです。
特定不活性ガスとなるフロンガス（フルオロ
カーボン）については、今後も新しいものが開発・
使用されていくことが想定されますので、ひとつ

司会：（一社）神奈川県高圧ガス保安協会
岡村 茂氏 
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ひとつ名前を列挙する方式ではなく、定量的な判
定方法によって特定不活性ガスかどうかが決まる
規定に改められました。（2021年4月23日施行）。

「代替フロン」の生産量が段階的に減っていき
ます。
冷凍機器からフロンガスが漏れても、充塡する
ガスが手に入らない時代が間もなくやってき
ます。冷媒のフロンガスは大切な「資源」です。
現在使用している冷凍空調機器を長く使うた
めには、フロンガスを漏らさないようにしま
しょう。

フロン排出抑制法は、高圧ガス保安法の届出対
象とならないような業務用冷凍空調機器にも適用
され、1年または3年ごとの有資格者による定期点
検を義務付けています（一定規模以上の機器）。当
協会では、その資格が得られる「第二種冷媒フロン
取扱技術者講習会」を3月1日に開催しました（47
ページ参照）。来年度も開催を計画していますの
で、ぜひ多くの皆様に受講していただきたいと思
います。

〇冷凍設備内で使用されるヘリウム等の規制の緩和
昨今、超低温（摂氏マイナス50度よりも低い温
度）の環境を制御する冷凍設備において、ヘリウム
等が用いられ始めています。スーパーコンピュー
タの基盤冷却や再生医療用の細胞冷凍が事例とし
てあげられます。
一方、ヘリウム等のガスは、かつては冷媒ガスと

しての使用が想定されていなかったため、燃焼性
や毒性が極めて弱く、高圧ガスとしてのリスクが小

さいにもかかわらず、これまでは、「可燃性ガス」と
同様の規制がかかっており、メーカーが技術開発
等を進めるうえでの障壁となっていました。
そこで、法改正が行われ、ヘリウム等を扱う冷凍
設備は、不活性フルオロカーボンや二酸化炭素の
冷凍設備と同様の規制体系となるよう規制が緩和
されました。この区分の冷媒をまとめて「第1種ガ
ス」と称しています。2021年10月27日より施行
されています。
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（２）冷凍関係の Q ＆ A 集について

〇冷凍則における「事業所」の範囲は、一般的に考
える事業所とは違うのですか？
一般的に「事業所」とは、事業活動が行われる場

所であって、敷地・設置者等が一体として考えられ
る範囲を指すことが多いのですが、冷凍則では「1
つの冷凍設備と考えられる設備」が設置されてい
る場所を「事業所」として扱います。したがって冷
凍設備の数だけ、「事業所」があることになります。
高圧ガス保安法第8条に規定されている「製造のた
めの施設」とは冷凍設備及びそれが設置してある
床等を指します。

〇第1種製造者または第2種製造者設備である冷
凍機を正月休み等大型連休時に運転する場合に
も、毎日点検しなければなりませんか？
冷凍則第9条2号に「高圧ガスの製造は、製造す

る高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一
日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異
常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の

補修その他の危険を防止する措置を講じてするこ
と。」と定められています。そこで、「第一種製造者
または第二種製造者設備である冷凍機を正月休み
等大型連休時に運転する場合にも、毎日点検しな
ければなりませんか」という質問ですが、冷凍則第
9条2号に定められているとおり、1日に1回以上の
点検が必要です。

（３）事故対応について
高圧ガスに係る事故とは、法の適用を受ける高
圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費
及び廃棄並びに容器の取扱い中に発生した事故等
で、爆発、火災、噴出・漏洩、破壊・破損がこれに該当
します。また、容器の喪失・盗難、そして施設が危険
な状況に陥った場合が該当します。
経済産業省の通達、「高圧ガス・石油コンビナー
ト事故対応要領」の内容には、事故の定義のみでは
なく、事故の分類等についても記載がありますの
で、確認しておいてください。
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事故が発生した場合は、直ちに消防署、警察等へ
通報し、さらに管轄する行政機関に第一報を入れ
てください。その後は、行政機関の指示に従うとと
もに、延滞なく「事故届書」を提出してください。報
告、事故後の対策等については行政機関と十分に
相談の上、対応してください。

また、高圧ガス事故に該当するか、しないかの判
断は、行政機関が行います。高圧ガス事故が疑われ
る事案、判断に迷う事案については、勝手に判断せ
ず、必ず行政機関に通報・連絡するようにしてくだ
さい。

【2】技術講演　「冷凍設備の水管理に伴う省エネルギー対策」

栗田工業（株）テクニカルサポート一部 内陸・空調冷却水技術課
（左から）今泉 祐紀氏（厚木会場）、小川 謙亮氏（横浜会場）

（１）冷凍設備の概要
〇事業所の消費エネルギーのうち、空調が占める
割合は非常に大きい
ビルの場合、事業所の消費エネルギーのうち、空
調に係るものが全体の31.1％を占めるというデー
タがあります。すなわち、空調の消費エネルギーを
減らすことができれば、省エネの効果が大きいこ
とがわかります。
ビルや工場で使われている冷凍設備の代表的な
ものに、「圧縮式冷凍機」と「吸収式冷凍機」があり

ます。「圧縮式冷凍機」の冷媒にはフルオロカーボ
ンなどが用いられていますが、オゾン層破壊係数
が小さい冷媒への代替が進み、現在は温室効果も
低いグリーン冷媒への代替も検討されています。
「吸収式冷凍機」の場合、冷媒には水が使われ、吸収
液には臭化リチウムが使われます。
冷凍塔では冷却水が温まるため、藻類が発生し
やすく、凝縮器ではスケールやスライムが発生し
やすい環境になります。いずれも熱交換の効率を
悪化させますので、適切な管理が必要です。
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（２）冷凍設備の省エネルギーのポイント
〇冷却水の処理が重要

冷却対象物を安定に、安全に、安価に冷却するた

めに、水処理が重要です。適切な冷却水処理によ
り、熱交換器チューブの汚れを防ぎ、省エネルギー
の実現を図ることができます。
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（３）冷凍設備の省エネルギーの定量化
〇LTD診断等の活用
冷媒凝縮温度と冷却水出口温度の差（LTD）は、

凝縮器の汚れの指標となります。また、冷凍機の電
流値から水処理前後の汚れ具合を判断する方法も
あります。こうした手法を活用し、熱交換器を清浄

に保つことが冷凍機の省エネにつながります。
栗田工業（株）では、「エネルギーロス簡易診断」
を行っています。電気代高騰への対処、CO₂排出削
減などにつながりますので、お気軽にご相談くだ
さい。
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１．県・政令市工業保安関係部署の異動情報（2023年4月1日）

〇神奈川県
神奈川県の定期人事異動は6月ごろに予定されておりますので、今回は4月1日付けで新たに配属された方の
み掲載します。

部　署 職　名 氏　名 前　職

消防保安課
高圧ガス・コンビナートグループ

主査（技術） 山﨑　一哉 川崎市消防局から出向

技師 中山　貴仁 横浜市消防局から出向

技師 戸嶋　健一 新規採用

県央地域県政総合センター環境部
環境保全課 技師 射矢　直之 新規採用

県西地域県政総合センター環境部
環境保全課

技師 朝倉　純 横浜市消防局から帰県

技師 山田　清可 新規採用

〇横浜市消防局
担当係名が「火薬・高圧ガス保安係」から「火薬・ガス保安係」となりました。

部　署 職　名 氏　名 前　職

消防局 消防局長 平中　隆 （異動なし）

予防部 予防部長 加賀谷　敦己 消防局警防部長

保安課 保安課長 御調　祥弘 消防局総務部人事課担当課長
（消防大学校派遣）

担当課長 神原 祥司 （異動なし）

火薬・ガス保安係長 中村　薫
係名変更に伴い補職名が変更

「火薬・高圧ガス保安係長」→
「火薬・ガス保安係長」

担当係長 西山　博之 旭消防署総務・予防課南本宿消防出張所長

主任 鈴木　将司 （異動なし）

主任 西澤　啓志 （異動なし）

主任 森　翔 （異動なし）

主任 川崎　康二郎 神奈川県から帰市

主任 小西　清孝 （異動なし）

主任 山田　峻輔 （異動なし）

主任（再任用職員） 井上　光宏 （異動なし）

係員 板倉　理恵 （異動なし）

係員 中川　泰晴 （異動なし）

係員 佐藤　太一 （異動なし）

係員 荒木　秀貴 神奈川県から出向
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〇川崎市消防局
担当課名が「予防部危険物課」から「予防部保安課」となったほか、担当職務の表記が変わりました。

部　署 職　名 氏　名 前　職

消防局 消防局長 原田　俊一 （異動なし）

予防部 予防部長 大友　正人 中原消防署長

保安課 保安課長 金子　正和 （異動なし）

担当課長〔高圧ガス・火薬類〕 田淵　一人
担当職務の表記が変更

「高圧ガス保安・火薬類取締」→
「高圧ガス・火薬類」

担当係長〔高圧ガス・火薬類〕 緒方　祐樹

担当係長〔高圧ガス・火薬類〕 佐藤　秀律

担当係長〔権限移譲準備〕（新設） 前島　貴之 予防部危険物課コンビナート指導

主任 橋本　和宏 神奈川県から帰市

主任 伊東　優樹 （異動なし）

主任 枝波　圭介 神奈川県から出向

〇相模原市消防局
部　署 職　位 氏　名 前　職

消防局 消防局長 小松　幸平 （異動なし）

消防部 消防部長 石原　英朗 消防局警防部長

危険物保安課 参事兼課長 髙萩　俊行 相模原消防署 査察指導課長

ガス・火薬保安班 担当課長 石塚　丈也 相模原消防署 警備課本署副主幹

ガス・火薬保安班 主査 八谷　和宏 （異動なし）

ガス・火薬保安班 主査 中川　貴司 相模原消防署 警備課淵野辺分署主査

ガス・火薬保安班 主査 小室　和也 （異動なし）

ガス・火薬保安班 主任 高橋　新 （異動なし）
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2．神奈川県からのお知らせ
2022年度防災管理者等研修会及びコンビナート事業所保安対策推進連絡会

県では、石油コンビナート等災害防止法（石災法）対象の特定事業所と高圧ガス保安法（高圧法）対象の特定
製造事業所を対象に、それぞれ研修会と連絡会を開催しています。
研修会については、石油コンビナート等防災計画に基づき、防災管理者に対して、石油コンビナート区域に

おける防災体制の一層の充実を図るために実施されます。また、連絡会については、コンビナート事業所を対
象に、法令周知、保安情報、事故情報等の普及啓発のために実施されますが、出席者や議題内容に一部重複する
面があることから、平成22年度からは一緒に開催しています。
今回は、2023年3月に HP上で情報提供が行われましたので、その中から、法令改正等に係る資料を掲載し

ます。その他の情報については、県のホームページをご覧ください。
⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/kouatukonnbi/202303kenshu.html

〇冷凍保安規則等が一部改正され、品質管理体制が適切である冷媒設備の製造事業者を経済産業大臣が認
める制度が創設されました。（2022年10月1日施行）
〇認定保安検査実施者の保安検査の方法の申請手続きが示され、認定・更新時以外でも随時、この手続きに
より保安検査の方法の申請ができるようになりました。（2022年11月11日施行）
〇新たな認定制度の詳細設計についての資料です。（2023年12月頃 政省令施行予定）
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①高圧ガス容器の移動中の事故防止について［スライド12～14］
　（事例１）高圧ガス容器の移動中の事故（愛知県）
　（事例２）高圧ガス容器の移動中の事故（神奈川県）
②定期修理中の事故防止について［スライド15～16］
　（事例１）定期修理中の酸欠事故（高圧ガス事故）
　（事例２）定期修理中の熱交換器の洗浄作業中の事故（高圧ガス事故非該当）
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③県内発生事故事例等からのお願い［スライド18～21］

3．神奈川県からのお知らせ
一般ガス充塡設備に係るクイックカプラーの取り扱いについて

2023年3月31日付け消保第85020号により、神奈川県工業保安担当課長からクイックカプラー（配管を
素早く着脱することができる接続器具）の取り扱いについて、次のとおりとする旨、通知がありました。
なお、この取り扱いについては、高圧ガス保安法を所管する三政令指定都市（横浜市、川崎市及び相模原市）

においても同様となります。

　これまでＬＰガススタンドのクイックカプラー（クイックカップリング）につい
ては、「消耗品」として解釈し、取替えにあたっての手続きは不要としてきたが、一
般ガスの充塡においては、クイックカプラーの交換について、その取扱いが定めら
れていなかった。
　一方、カーエアコン用のフロンガス充填等についても、現在ではクイックカプラー
が一般的に使用され、頻繁な脱着が行われている実態を踏まえ、今般、その取扱い
をＬＰガススタンドのクイックカプラーと合わせて、「消耗品」と見なし、取替えに
あたっての手続きは不要とすることとした（常用圧力５MPa未満のものに限る）。

【問合せ先】
神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課　高圧ガス・コンビナートグループ
電話　045-210-3489

クイックカプラー概要図
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はじめに

第1回は、新技術情報として『水素ステーションの概要と整備状況について』を紹介しました。
続く第2回は、『移動式水素ステーションについて』紹介させて頂いております。
第3回は、『カーボンニュートラル（水素関連）の取組について』、①アンモニアから燃料電池自動車用水素燃
料を製造、②洋上に於ける水素サプライチェーン構築、③工業炉向け水素－酸素バーナの開発の3点を紹介さ
せて頂きます。

【①アンモニアから燃料電池自動車用水素燃料を製造】
アンモニアから燃料電池自動車注1）用高純度水素を製造する実用可能な技術の開発に世界で初めて成功し、

アンモニアを原料とした水素ステーション（アンモニア水素ステーション）の実現に向け大きく踏み出しまし
た。内閣府総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「エネルギーキャ
リア」（管理法人：国立研究開発法人 科学技術振興機構【理事長 濵口 道成】）の委託研究課題「アンモニア水
素ステーション基盤技術」において、国立大学法人 広島大学、㈱レゾナック、国立研究開発法人 産業技術総合
研究所、㈱豊田自動織機、大陽日酸㈱は共同研究により、アンモニアから燃料電池自動車用高純度水素を製造
する技術の開発に成功しました。アンモニアはNH3で示されるように、多くの水素を含んでおりエネルギー
キャリア注2）として期待されています。しかしながら、アンモニア水素ステーション実現のためにブレイクス
ルーしなければならない大きな技術障壁としては次の3点がありました。①高活性高耐久性アンモニア分解
触媒②残存アンモニア濃度を0.1ppm以下にでき、再生が容易なアンモニア除去材料③水素純度99.97%を
達成できる精製技術。今回、世界トップレベルのアンモニア分解用ルテニウム系触媒の調製、アンモニア除去
材料の作製及び水素精製技術を確立することにより、それらを用いたアンモニア分解装置、残存アンモニア除
去装置及び水素精製装置を実証システムの1/10スケールで開発しました。これらの装置を組み合わせること
で、世界で初めてアンモニアを原料とした燃料電池自動車用水素燃料製造注3）が可能となりました。
開発の社会的背景として、化石燃料の枯渇に伴うエネルギー問題、大量のエネルギー消費による環境汚染問
題を解決するため、燃焼後には水しか出ない水素が、クリーンエネルギー源として期待されています。常温で
は気体である水素は、その効率的な貯蔵・輸送技術の開発が大きな課題となってきました。常温、10気圧程度
の条件で容易に液体となるアンモニア（NH3）1分子は3原子の水素をもつため水素量が多く、水素エネルギー
のキャリアとして魅力的な化学物質です。アンモニアは燃料電池自動車用水素源として注目されています。

大陽日酸のカーボンニュートラル
（水素関連）の取組について

第 3 回

大陽日酸株式会社
工業ガスユニット
カーボンニュートラルビジネス
プロジェクトマネージャー　川邊　卓也

新技術情報：大陽日酸株式会社
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注1）搭載した固体高分子形燃料電池で燃料（水素）と空気中の酸素から発電し電動機を動かして走行する自
動車である。2014年12月にトヨタ自動車㈱から、世界初の量産型燃料電池自動車MIRAI が発売され、
2016年3月には本田技研工業㈱から、新型燃料電池自動車CLARITY FUEL CELL が発売された。

注2）液体水素やメチルシクロヘキサン、アンモニアなど水素を多く含む物質のことで、エネルギー生産地で
合成して、化学的に安定な液体として保存、運搬し、エネルギー消費地で水素を取り出すか直接エネル
ギーに変換して使用する。

注3）アンモニア分解によって得られた高純度水素の燃焼エネルギー／投入アンモニアの燃焼エネルギー効
率が、80％以上で高純度水素の製造が可能となった。

図１　アンモニア分解水素の利用イメージ

【②洋上に於ける水素サプライチェーン構築に関する調査がNEDO事業で採択】
この度、商船三井テクノトレード㈱、㈱神鋼環境ソリューション、大陽日酸㈱、日本シップヤード㈱の4社

は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下 NEDO）が公募した「水素社会構築技術開
発事業／地域水素利活用技術開発／水素製造・利活用ポテンシャル調査」に対して「洋上に於ける水素サプラ
イチェーン構築に関する調査（以下「本調査事業」）」を提案し、2022年10月27日に採択されました。
水素は自ら作り出すことのできる資源であり、地産地消が可能かつ最も有効な資源といえます。日本の地理

的特性を考え、海水という海洋資源を活用した水素製造技術を確立していくことはエネルギー BCP の観点
から将来国内での水素製造の可能性を引き出す契機となると考えます。今回の調査事業では、海事分野からの
カーボンニュートラルの実現に向け、海水を活用した、洋上での水素製造と水素燃料船への水素供給といった
洋上に於ける水素サプライチェーンの構築について検討を進めます。検討に際しては、再生可能エネルギー由
来の電力の活用を見据え水素燃料船向けの水素供給インフラの実現をターゲットに①洋上での水素製造と②
システム最適化による安価な水素製造を念頭に置いたものとなります。
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調査概要については以下の通りです。
（１）水素製造ポテンシャル調査
　　①洋上での水素製造・供給設備に関する概念設計・技術検討
　　②水素製造・供給設備及び水素製造コストの試算
　　③水素製造を行う場合の課題（制度・社会面等）
　　④水素製造量の調査
（２）水素利活用ポテンシャルの調査
　　①船舶等への水素供給サプライチェーンの調査
　　②需要量・経済性の分析
（３）水素利活用トータルシステムの実現可能性検討
　　①需要ポテンシャル・供給ポテンシャルのバランスを含めた経済性や制度面・社会面の課題整理
　　②実装・実証を見据えた水素利活用トータルシステムの実現可能性の分析
　　③環境評価

本事業と並行して北九州市にて株式会社MOTENA-Sea（商船三井テクノトレード㈱92％出資）が建造を
進めている水素・バイオ燃料ハイブリッド型電気推進船への燃料供給を想定したモデルを念頭に、洋上での水
素製造・利活用を行う水素サプライチェーン構築を検討していきます。
（＊参照：https://www.motech.co.jp/information/2685/）

なお、本事業における地域設定として、カーボンニュートラル構想の実現に向けて積極的な取組を推進して
いる北九州市を調査対象エリアとして想定し、福岡県、北九州市、東京大学先端科学技術研究センター、（一財）
日本海事協会の協力を得て、実証に向けた調査を進めて参ります。

図２　台船上オンサイト型水素ステーションの内部構造イメージ

【③工業炉向け水素－酸素バーナの開発】

1．開発の経緯

日本国内では年間約11.4億トンのCO₂が排出され、そのうち約40%を産業分野が占めています。さらにそ
の25%は素形材産業を支える約40,000基におよぶ工業炉から排出され、更なる省エネルギー技術や化石燃
料に代わる新たな燃料を用いる燃焼技術の開発が急務となっています。
工業炉が用いられる産業分野は多種多様であり、それぞれに適した炉の形態も様々ですが、これまで、国立
研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）事業などの連携プロジェクトにおいて、化石燃

64 会報 no.329



新シリーズ

料の高エネルギー利用効率型の工業炉の開発が推進されています。その効率は既に理論限界に近い80%以上
の実績が得られていますが、脱炭素社会を目指す上では更なるCO₂排出削減技術を開発する必要があります。
大陽日酸では、カーボンフリーである燃料としてアンモニアに着目し、天然ガスにアンモニアを混合して燃

焼させるバーナを開発し、様々な工業炉への展開を進めてきました。
水素ガスはアンモニアと共に工業炉向けのカーボンフリーな燃料として注目されており、将来的には、現在

の都市ガスと LPGのように、用途や立地等に応じてカーボンフリーな燃料を使い分けることが想定されるよ
うになってきました。そこで今般、大陽日酸では水素を燃料とした水素－酸素バーナの開発に着手し、工業炉
分野でのCO₂排出削減に向け様々な選択肢を顧客へ提案できるよう体制を整えることにいたしました。

2．開発における課題

当社では、水素－酸素バーナを工業炉へ適用するに際して、次の課題を認識しており、従来のバーナ設計を
見直し、十分に安定した燃焼が可能な構造を見極める必要があると考えております。
①水素の1Nm³あたりの低位発熱量は、天然ガスに比較して約27%小さいため、天然ガスと同じエネル
ギーを得るためには多くの流量が必要となる。

②水素を燃料とすると、火炎温度が高く燃焼速度も大きいため、バーナ近傍が高温になりやすく、バーナへ
の熱負荷が大きい。

③火炎温度が高くNOx排出濃度が高くなる。
④天然ガスを燃焼させる場合より輻射伝熱が小さい。

3．開発の現状

大陽日酸ではこれまでに、いくつかの水素－酸素バーナの試験を実施しております。

図３　バーナ試験炉

まず110kW規模（天然ガス10Nm³/h、水素38Nm³/h 相当）の酸素バーナに関して炉内燃焼試験（図1）と
その数値解析を実施し、炉内温度を評価しました。酸素バーナの設計・製作に関してはこれまで培った天然ガ
ス－酸素バーナの知見を応用しました。
天然ガス専焼と水素ガス専焼の条件で比較したところ、実験においても数値シミュレーションにおいても

ほぼ同等の炉内温度を得ることができました（図2、図3）。本結果により、実際の炉において水素－酸素バーナ
を使用する場合、天然ガス－酸素バーナと同等の加熱能力を期待できます。
また、シミュレーションの精度を確認できたので、今後は顧客実炉へ水素－酸素バーナを導入した際の予測

が可能となりました。
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さらに、550kW規模（天然ガス50Nm³/h、水素190Nm³/h 相当）の酸素バーナに関して、大気開放場にお
ける燃焼試験を実施しました（図4）。

図４　水素―酸素バーナの火炎

水素100％ CO₂排出量　ゼロ

水素80％ CO₂排出量　0.01 CO₂-kg/MJ

水素50％ CO₂排出量　0.03 CO₂-kg/MJ

水素30％ CO₂排出量　0.04 CO₂-kg/MJ

水素0％（天然ガス専焼）CO₂排出量　0.06 CO₂-kg/MJ

天然ガス専焼から天然ガスと水素の混焼、水素専焼と燃料を変えても十分に安定した火炎を得ることが可
能となり、550kW規模までの水素－酸素バーナの設計・製作に目処を付けることができました。

4．今後の展開

大陽日酸では、これまでに開発した水素－酸素燃焼技術をベースに、今後は低NOx化、スケールアップな
どの課題解決に取り組み、各種の工業炉向けに様々な顧客ニーズに対応できる最適な水素－酸素バーナの開
発を行い、実機への導入を提案してまいります。本技術を通して、水素エネルギーの社会実装およびCO₂排出
削減を目指します。

【事務局より】
大陽日酸㈱による「新技術情報」の紹介は、今回が最終回となります。
ご寄稿に深く感謝申し上げます。
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私のツーリングの楽しみ（68）
　 ～遠州三山～

高島　良一

かなり前の協会の研修見学会で、静岡県の防災
訓練見学に参加したことがあります。その際安全
祈願として寄ったのが「可睡斎」だったと記憶して
います。開山時の「萬松山東陽軒」という名前より、
徳川家康と仙麟等膳和尚との故事とともについた
名前だけが記憶に留まっていました。何か関連し
て走れるところはないかと気にしていたところ、
「遠州三山」という呼び方を知りました。こうなる
と計画（ルート作成）が進みます。次に考えるのは
昼食です。これもネットで「ランチ」で検索すれば
近くでそれなりの飲食店が見つかるけれども…
と地図を見ながら海岸線で港を探し始めました。
すると太田川の河口に「福田漁港」の文字があり
ます。ざっと調べると、渚の交流館という建物があ
り、食事ができるようです。東名高速の降りる IC
と途中で昼食をはさみながら走るルートを大まか
に決めて計画立案が完了しました。今回のテーマ
は、「遠州三山」です。
出発前夜に急遽計画を修正しました。可睡斎－

油山寺－昼食－法多山を逆回りにしました。昼食
を早めにする変更です。
朝7時に出発しました。近所のガソリンスタンド

で給油してから、無意識に海岸線まで出てしまい
ました。そろそろ相模川を渡ろうかというときに、
漸く出発からいきなり道を間違えたことに気づき
ました。数日前に関東でも大雪警報が出されてい

たことを考えれば、箱根越えはリスクがあります
ので、東名を使うと決めていたというのに、朝が早
くて車の通行が少ないと、何も考えずに135号線
を走るつもりになっていました。すぐに右折して
寒川南 ICから圏央道に乗りました。前回の秋葉神
社の時に比べて、風がなく気温もわずかながら高
いため、本線上で寒さを感ずることはありません。
1時間と少し走って、駿河湾沼津 SAで1回目の
休憩をします。バイク用の駐車スペースには既に
先客がいます。僅かに冷えていた掌もすぐに暖か
さを取り戻します。駿河湾沼津から更に1時間余
りで掛川 IC に到着し、一般道に出ました。IC を
出て右折するとすぐに信号があります。この信号
から直進する先が、県道403号線です。当初は少し
走って名前のついていない信号を左折するつも
りでしたが、見落としたようです。すると、目の前
に法多山の文字が添えられた標識が現れました。
向かいの角に大きな物流倉庫があります。標識に
従い左折しました。ここに案内があるという事は、
いずれどこかの交差点にも案内があるだろうとい
う事で、道に迷わずに済みそうです。案の定2km
ちょっと走ると、左折の案内があり、案外すんなり
と法多山に到着しました。
周辺には多くの駐車場があります。どこに駐車
しようか迷いながら仁王門に続く門前街の入り口
近くまで行くと、建物の外壁に自動二輪・バイクと
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大きく書かれた駐車場を見つけました。案内され
たのは、その建物の中です。雨は降っていません
が、屋根のある所に停められるのは、うれしい限
りです。料金を払うと、「そこの提灯の前を歩いて
行ってください」と教えてくれました。
門前街から仁王門（写真❶）を過ぎて全部で1km
弱のほぼ真っ直ぐで緩やかな上り坂を、歩いてい
きます。その先に石段があり、登りきると本堂（写
真❷）の前に出ました。本堂で参拝を済ませ周囲を
少し散策したあとは、幾つかある境内の神社をお
参りしながら戻りました。
時刻は10時半を少し過ぎたところです。予定通
り少し早めの昼食とします。403号線に戻ると、
先に進みます。目的地までラリーノートのような
交差点名と右左折の向きだけを書いたメモをウェ

ストバッグに入れてあり、そろそろ確認しようと
考え始めたときに目の前の交差点の行先標識に、
福田漁港の文字を発見しました。目的地の名前を
見つけましたので、メモは見ずに標識を頼りにす
る事として走り続けます。403号線から同じ県道
の255号線に入りました。西を向いて走っている
ような感覚がありますが、左へカーブして南に向
いて走っています。やがて右手に現れた川に並走
するようになり、土手の道となりました。信号を越
えて少し走ると、再び交差点が現れました。直行す
る道が優先道路です。直前に土手から斜め左に降
りる道があり、前方の道の下を潜るように続いて
います。すぐさまそちらの道を選択します。事前に
地図で見ていた道を思い出しました。このまま道
なりに走れば目的地に到着するはずです。

その後すぐに福田漁港の、「渚の交流館」
に到着しました。
交流館の中には、「漁師のどんぶり屋」と

「幸の字」という2軒の店があります。「ど
んぶり屋」は文字通り海鮮の丼を主体とし
た食事の店で、「幸の字」ではてんぷら、刺
身などの総菜を中心に野菜なども販売し
ています。まずは両方の店を覗いて様子を
伺います。福田漁港ではシラス漁が盛んと
いう事ですが、訪れたときはシラスの漁期
ではないため、海鮮丼がよさそうです。総
菜の店のてんぷらやフライもおいしそう
です。アジフライのカードが置いてある場
所が空になっていたので、店の方にアジフ
ライがあるか問いかけると “ すぐに揚げま
す ” とのことで、1枚注文しました。ショッ
ピングモールのフードコートのように呼び
出しのブザーを渡されて、テーブルを確保
して待ちます。立て続けに2つのブザーが
鳴り始めました。それぞれの店で丼とアジ
フライのパックを受け取り、テーブルに戻
ります。隣で食事をしていた方も、丼とパッ
クを片付けていましたので、「幸の字」で追

❶ 法多山仁王門

❷ 法多山　本堂
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加の一品を購入するのはスタンダードなやり方の
様です（写真❸）。
ゆっくり食事をしていると12時を過ぎて食事

スペースが混み始めましたので、次の目的地に向

けて出発することにします。
地図を確認します。来た道を戻りつつ、「一本松」

「川井」の信号を目印に進めば、法多山と同じよう
に「可睡斎」の案内があるはずと確信して進みま

す。「一本松」の信号は間違えずに左折し
ました。次の「川井」は、変則の五差路で斜
め右方向に入っていきますので、注意が必
要です。東海道新幹線と東海道線のガード
を潜ると、袋井の市街地となり片側2車線
の道となりました。大きな交差点で赤信号
となり停止します。青信号1回では交差点
を抜けることが出来ず前方の信号を通過
する車を眺めていたら、直行する右側で信
号待ちしている車に対し、対向車線の車が
左折するやその並んでいる車列のこちら
側の車線に入って走っていきます。それで
は右側通行ではないかと違和感を感じた
ところで、ここがその五差路の交差点であ
ることに気が付きました。気付いたところ
で、青信号となり周囲の車と共に走り出し
ましたが、あいにく左車線にいたため、一
旦青信号を直進して狭い道を使って目的
の道に戻りました。
法多山と同様現れた標識に従い左折し
ます。更に、正面に現れた東名高速の手前
で右のやや狭い道に入るよう指示されま
す。すぐに可睡斎に到着しました。直前の
交差点には、この次に寄る予定の油山寺の
標識があったことも見落としません。可睡
斎も周囲に駐車場がありますが、一番奥の
総門脇の駐車場まで来ました。駐車場の方
にバイクが置けるか尋ねると、管理人用の
プレハブハウスの脇に置かせてくれまし
た。
総門（写真❹）を潜り、境内を進みます。
やがて現れる石段を上って、本殿（写真❺）
前に到着します。本殿前の石段の脇には、
左に鼻高天狗、そして右には烏天狗が聳え

❹ 可睡斎山門

❺ 可睡斎本殿

❸ 福田漁港　海鮮丼とアジフライ
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て本殿を守っています。前回のレポートで訪れた
天竜の秋葉山から、明治の神仏分離に伴い三尺坊
大権現がこちらに遷座されたとのことで、期せず
して新旧（？）の三尺坊大権現をお参りしたことに
なります。
可睡斎は、日本一の大東司と謳われるトイレな
ど見どころは沢山ですが、いつものように見学場
所を盛沢山にして計画しましたので、本殿以外で
は輪蔵堂で功徳を積んで次に向かいました。
駐車場に戻ると、次の油山寺を目指します。地図
で確認すると、先ほどの交差点に戻らなくても、目
の前の道を先に進んでも、大丈夫そうです。念のた
め駐車場の方に尋ねると、“ 大丈夫ですよ、突き当
りを右折して次の分岐を左折です ” と教えてくれ
ました。
教えられたとおりに走ります。地図では、ヤマハ
のテストコースの周囲を走っているはずです。そ
れらしいフェンスの脇を走っていますが、視線が
遮られます。テストコースでは新車のテストもあ
ることを考えれば、コースが見えないことが当た
り前であることに思い至りました。
可睡斎からは、約10分で油山寺に到着しまし
た。油山寺に向かって真っすぐな小道を山門の前
まで進むと、脇に無料の駐車場があります。スペー
スは3山の中で一番小さいですが、ガードパイプに
囲まれた二輪（自転車・バイク）用の駐車スペース
が確保してありました（写真❻）。早速山門を潜り

境内を進みます。福田漁港の脇の太田川の支流の
一つである沖之川の更に上流となる川が境内を流
れていて、その川に架かる橋を渡り目の前の礼拝
門から進んだ先に宝生殿があります。参拝を済ま
せて礼拝門を出たところで、脇に立ててある看板
を何気なく見てみると、本堂は礼拝門の手前を左
に進んだところだと書いてあります。どうりで、さ
きほど左の方から、歩いて出てくる人が何人もい
たのかと、納得しました。
改めて本堂を目指します。驥山門を抜けて歩い
ていると、何やらお経を唱えている声が聞こえて
きました。更に歩を進めると、声の主はその先の
「るりの滝」の滝つぼにいました。滝行を行ってい
ます。まさにこれから順番に打たれようかという
人たちが、滝つぼの中で住職の唱えるお経を静か
に聞いていました。やがて、他の2山と同じように
石段が現れ登り切ると三重塔（写真❼）に迎えられ
本堂に到着しました。本堂の正面以外は周囲に生
い茂る木々に日の光もあまり差し込みませんが、
案外気温が上がってきていたことと長い距離と石
段を歩いたことで、汗だくとなりました。
参拝を済ませもう少しで駐車場に戻るというと

が確保してありました（写真❻）。早速山門を潜り

❻ 油山寺駐車場にて ❼ 油山寺三重塔
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ころで、雨粒が落ちてきました。空を見上げれば、
頭上は白い雲に覆われています。慌ててヘルメッ
トをかぶると、駐車場を後にしました。少し走って
前方に現れた国道1号線のバイパスに突き当たっ
たところで左折し、とりあえず走る向きを東にし
ます。高速道路に乗る前に給油が必要ですので、最
初に見つけたガソリンスタンドに入ります。給油
後、店員さんに高速道路の IC の場所を尋ねると、
掛川でも森掛川でも或いは袋井でも同じくらいの
距離だといいます。それなら、このまま東へ向かい
分かり易そうな掛川 ICにしようと、バイパスを走
り始めます。やがて現れた標識に従って走れば、見
覚えのある交差点に出ました。朝に掛川 ICから出
てきて左折した交差点です。大きな運送会社の名
前のついた倉庫に見覚えがあります。法多山方面

の逆方向から戻ってきました。
東名本線上では焼津～静岡間で雨に降られまし
たが、その後は天気も回復し無事帰宅しました。自
宅で原稿用に写真を確認していたところ、油山寺
の本堂の写真を撮り忘れたことに気づきました。
汗だくとなり、漸くたどり着いたといった表現が
似合うくらい息が上がっていたからでしょうか。
痛恨のミスです。
ところで協会見学会で可睡斎へ寄ったことは、
徳川家康の故事の印象が強いので間違いないと
思っていましたが、今回歩いてみて記憶が蘇らな
いといいましょうか印象が違う感じがしてなりま
せん。あの時、私（たち）は、どこで安全祈願をした
のでしょうか。

福田漁港 渚の交流館

東名高速道路

静岡へ

東名高速道路東名高速道路

名古屋へ

東海道線

東海道新幹線東海道新幹線

静岡へ

東海道線東海道線 名古屋へ

東海道新幹線東海道新幹線 名古屋へ

掛川ＩＣ

県道４０３号線

物流倉庫

掛川駅

県道２５５号線県道２５５号線

太田川

一本松

川井

国道１号線

YAMAHAテストコース

撮影ポイント

❶❷

❸

❹❺
❻❼

参考　走行距離：434km
　　　時間：10時間
　　　燃費：22.27km ／ L
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1．2022 年度高圧ガス製造保安責任者等国家試験結果
令和4年11月13日（日）に実施された2022年度高圧ガス製造責任者等国家試験の結果が高圧ガス保安協会

から令和5年1月5日（木）に発表されました。

①全国の試験結果
乙種化学、丙種化学（特別）、乙種機械、第二種冷凍機械及び第三種冷凍機械の受験出願者数27,588名（令和

3年度31,241名）、実受験者数23,316名（同26,945名）、合格者数は8,832名（同12,352名）で、合格率は昨年
度の45.8％と比べ、37.9％と低下しました。
欠席率は15.5％と昨年度の13.8％から増えました。いろいろな面で新型コロナウイルス感染症の感染拡

大の影響があるのかもしれません。
なお、当協会では、2020年度から KHKからの国家試験業務を受託していないため、神奈川県の内訳は不明

です。

試験の種類 科目の区分
全　　　国

出願者数 受験者数 合格者数 合格率

乙種化学

全科目受験
科目免除

1,972
722

1,693
707

472
588

27.9
83.2

計 2,694 2,400 1,060 44.2

乙種機械

全科目受験
科目免除

4,424
1,211

3,752
1,171

1,057
1,017

28.2
86.8

計 5,635 4,923 2,074 42.1

丙種化学（特別）

全科目受験
科目免除

2,925
927

2,377
909

300
884

12.6
97.2

計 3,852 3,286 1,184 36.0

第二種冷凍機械

全科目受験
科目免除

2,813
799

2,201
775

718
647

32.6
83.5

計 3,612 2,976 1,365 45.9

第三種冷凍機械

全科目受験
科目免除

10,308
1,487

8,305
1,426

1,890
1,259

22.8
88.3

計 11,795 9,731 3,149 32.4

合　　計 27,588 23,316 8,832 37.9
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2．第 52 回定時社員総会開催のお知らせ
次の日程で定時社員総会の開催を予定しています。
なお、開催通知（議案書）の発送は5月中旬を予定しています。

日　　時　　令和5年6月2日（金）15時（予定）
会　　場　　川崎日航ホテル（川崎市川崎区日進町1番地）
予定議案　　〇2022年度事業報告並びに収支決算の承認を求める件
　　　　　　〇2023年度事業計画並びに収支予算の報告の件
　　　　　　〇その他の件

適格請求書発行事業者登録番号について

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求
書保存方式（インボイス制度）」の導入が予定されております。
税務署に申請して、登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適

格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となり、弊協会も当制度に対する準備を進めてまい
りました。
この度登録申請が終了し、登録番号が決定しましたので、下記の通りお知らせ致します。

1．弊会の登録番号　　T9020005010265
2．お問い合わせ先　　総務・経理　TEL：045-228-0366　担当：勘米良（かんめら）

★お知らせ
当協会のFacebookページを開設しました。講習会の募集をはじめとするホッ
トな情報を随時お伝えします。ぜひ多くの皆様のフォローをお願いします！
https://www.facebook.com/kana.hpga

会報に広告を掲載しませんか
○会報サイズ：Ａ4判
○配　付　先：会員事業所等、約600者 

（協会ホームページにも掲載）
○掲 載 回 数：年４回
○掲 載 場 所：目次の前、奥付の次頁等
○仕　　　様：カラー

○掲載料金：1/2ページ分　￥24,200（税込み） 
企業ロゴ、写真、イラスト使用可。印刷元へデザ
イン作成を依頼する場合には、別途料金が発生
します。）
○ご不明の点がございましたら、遠慮なくお問い
合わせください。

Facebook
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編 集 後 記

お知らせください（社名変更、担当者異動ほか）

ワールドベースボールクラシック、侍ジャパン
の選手及び関係者の方、そして応援されたサポー
ターの皆さん優勝おめでとうございます。
大谷選手、ダルビッシュ選手、ヌートバー選手と
いった大リーガー選手が目立っていますが、勝利の
要因は日本の「チームワーク」「笑顔」と思います。
（一社）神奈川県高圧ガス保安協会も「チームワー
ク」「笑顔」で2023年度運営に努めていきます。
さて、本号では自主保安事業所交流会、圧縮空気
保安講習会、第二種冷媒フロン取扱技術者講習会
について報告しています。新型コロナウイルス感
染症への対応が求められる中、各会で発表、ご講演
をいただいた方々、お集まりいただいた方々には
対策にご協力頂き、クラスターを発生させず実施
できました。本当にありがとうございました。
自主保安事業所交流会では、高圧ガス保安協
会 保安技術部門 保安基準グループの山田敏弘様
より、「重大事故に学ぶ」と題し、平成23年11月か
ら平成24年9月までの10か月間に全国のコンビ
ナートで続発し、社会的に大きな影響があった3件
の死傷事故についてお話し頂きました。これらの
事故も発生から10年余りの歳月が経過し、各企業
や事業所で世代交代が進む中、事故の教訓が風化
する懸念があることから、これからを担う世代に
伝える取組みとしてご講演して頂きました。是非、
このような悲惨な事故が二度と起きないよう対策
や教育をお願いいたします。
自主保安事業所交流会については、神奈川県から
のお知らせとして、「新たな認定制度の創設」、「燃

料電池自動車等に係る高圧ガス保安法の適用除
外」「冷凍測の一部改正」等最近の法令等の改正と
「2022年の高圧ガス関係事故発生状況」について
のポイントも掲載しています。各企業において、法
令の再確認や教育、事故の発生を防止するために
これらの情報を是非ご活用ください。
本号の「特集」として、2022年度の事業を総括し
ました。定時社員総会にてご説明し、ご承認をいた
だきます。計画された事業は、概ね実行することが
できました。これも、会員の皆様のご理解とご協力
の賜物と考えております。紙面をお借りして感謝
申し上げます。3月には、新たな試みとして「第二
種冷媒フロン取扱技術者講習会」を開催しました。
冷凍部会の皆さんに是非お役に立つような観点で
実施しましたが PR不足であり、今後の検討課題に
なりました。「新技術情報」として大陽日酸㈱工業
ガスユニットカーボンニュートラルビジネス　プ
ロジェクトマネージャー川邊卓也氏から、「大陽日
酸のカーボンニュートラル（水素関連）取組につい
て」ご寄稿頂きました。これまで3回にわたる連載、
ありがとうございました。
最後に、新型コロナウイルス感染は5類へ見直し
されます。協会も2023年度はコロナ禍の前に行っ
ていた、従来の業務活動を運営していきます。リ
モートによる講習会や会議が主流になり、対面型
に少し抵抗感がある方もいると思いますが、是非、
対面型にも参加して頂き、活発な議論やコミュニ
ケーションをお願いいたします。

（佐藤　記）

　協会活動に係る郵便物等を確実にお手元にお届けしたいと思いますので、社名変更、住所表示変更、
組織変更や担当者異動がありましたら、お手数ですが事務局までお知らせください。
　当協会ホームページに「会員情報変更連絡票」が載っていますのでご利用ください。

　　　　　　①社名変更　　　　　②住所表示変更　　　　③電話・ファクシミリ番号変更
　　　　　　④組織名変更　　　　⑤担当者異動　　　　　⑥その他連絡上必要事項の変更

一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町 1番地（シルクセンター 3階）
TEL:045-228-0366　　　FAX:045-201-7089　
http://www.kana-hpga.or.jp/
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